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◆ 第63回教員研修会の開催

◆ 令和2年度臨時総会、令和3年度定時総会

◆ わが街の見どころ聞きどころ（中和医療専門学校）



主　旨
　公益社団法人全国柔道整復学校協会は、質の高い柔道整復師育成を以って国
民の保健衛生の向上に寄与するため、柔道整復師養成施設（以下「学校」という）
の倫理綱領を定める。

１．学校の使命
　学校は、国民の保健衛生の向上に寄与する柔道整復師を養成することを使命
とし、建学の精神と理念を実践し、教育水準の維持及び質の向上に努める義務
と社会的責務を全うするものとする。

２．教育水準の維持及び質の向上
　学校は、常に教員の資質の向上と教育内容の充実を図るとともに、多種多様な
分野に対応し得る質の高い専門的教育を推進し、社会に求められる柔道整復師
の育成に努める。

３．自主性と他校連携
　学校は、建学の精神と理念に基づき自主性をもった学校運営を行う中で、教
育水準の維持及び質の向上を念頭に、他校とも連携し、社会に貢献できる柔道
整復師を育成することに努める。

４．法令等の遵守
　学校は、養成施設指定規則及び指導ガイドライン並びにその他の法令を遵守
すると同時に、公序良俗に違反する行為を排し、柔道整復師養成施設としての
社会的責務を果たす中で、国民からの信頼と期待を得ることに努める。

５．学校評価の推進
　学校は、質の高い教育とよりよい教育環境の整備と充実を図るため、自己点検・
自己評価の実施はもとより、第三者評価にも積極的に取り組み、同時にこれに
基づいた情報公開を行うことで、透明性の高い学校運営に努める。

平成 29 年 12 月

公益社団法人　全国柔道整復学校協会

柔道整復学校養成施設倫理綱領
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　昭和22年１月生まれ。東京都江戸川区で生まれる。戦後間もなくの東京、子供の遊び場
は沢山あった。江戸川での釣り、主にセイゴやハゼ、時にウナギ等が釣果。仕掛けは別だ
がタライに入りきれない大きな鯉も時にあった。幼稚園は、お寺の中にあるルンビニー幼
稚園。大きな本堂での昼寝の時間は、印象に残っている。最も当時大きく感じたお寺の本
堂は、大人になってから訪問してみると、印象はずいぶん違う。自分の背丈との違いかな。
人間は成長の過程で、自分自身の物差しが異なってくるが、これだけは変えてはいけない
という物差しを持つことが、それぞれの立場で必要と感じる。
　地元の小学校に通い、中学は区立ではあるが、進学校という位置づけの学校へ越境入学。
親の期待値が大。中学からは、クラブ活動で野球に現を抜かす。勉強・スポーツに万能な
逸材がたくさんいた。当時の野球部の監督が国語の教諭であった。夏の宿題で、読んだ本
はとのアンケートに、あろうことか、夏目漱石を、なんと「頼石」と記し、誰か頼石と書
いたぞ！冷や汗ものであった。先生とは、野球部のメンバーで年１回程度、野球部同級生
がやっている向島のフグ料理屋で酒を酌み交わす。
　様々な想い出の中で、神楽坂にある料亭で、帝京大学の創立者で総長の沖永壮一先生ご
夫妻と、韓国の龍仁大学の金正行総長と会食をする機会があった。沖永先生の巧みなユー
モアや、奥様との絶妙な語らいの素晴らしさに触れる機会であった。当日は、土曜日であ
り、本来料亭はお休みのなか、料亭の女将や芸者衆が、このお座敷の前に、向島にフグを
食べに出掛けたとのこと。待てよ、中学の野球部のレギュラーである佐々木豊君の大漁で
は？と思い訪ねたところ、皆さんがたまに出掛けるお店との話。人との出会いは、どこか
で繋がっている、日常の一期一会が大切である。それ以来、年に１回以上、私が向島の大
漁に女将と芸者組合の副理事長を招待、逆に神楽坂に私を招待する、主に焼鳥屋さんが多
かったが、この交流が暫く続きました。残念ながら、喜文の女将も大漁の大将も今は、鬼
籍の仲間入りとなり、交流は途絶えています。将来、またどこかでお会いするであろう。
　高校でも野球をやり、神宮球場での野球も懐かしい思い出です。

『サラリーマン時代』
　当時の三公社五現業の一つである日本電信電話公社に就職をした。

コロナ禍の令和３年７月
公益社団法人全国柔道整復学校協会顧問

学校法人花田学園理事長

櫻　井　康　司
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　大手町にあった勤務先、行きは東京駅、帰りは神田駅のサラリーマン生活を送る。最初
は、現場部門で２年ほど電報部門の業務に取り組み、その後、主に人事部門で準公務員生
活を送る。仕事の傍ら、野球部にも入ったが、メンバーは野球の名門校がズラリ、レギュ
ラーにはなれなかったが、ベンチ入りは果たした。全国官公庁野球大会の決勝、当時の後
楽園球場で、宇部市役所に１−０で惜敗し、準優勝となる。
　人事での仕事は、一年の恒例行事である一人一人の昇給辞令を含んだ辞令交付のために、
庁舎に寝泊まりし、千枚単位の手書きの辞令書を作成する日々を送る。繁忙期以外には、
比較的時間があり、毎日のように、神田の焼鳥屋で一杯飲むことが、サラリーマン生活の
エネルギーでもあった。しかし、いかに深酒しても翌日は、何もなかったように仕事をこ
なす。当時の鍛え方は半端ではなかった。そこでおぼれ脱落する人もあり、ある種の修業
の場でもあった。懐かしくも、厳しさの同居する現実が私自身を鍛えてくれた大切なサラ
リーマン生活である。

『花田学園での学生時代と教員生活』
　父親の跡継ぎのつもりで、弟の学んだ花田学園に入学をする。解剖学に興味を持ち、花
田学園の当時の講師がラテン語を常に板書する某医学部の先生で、ある種の憧れを抱いて
いた。そんな流れの中で卒業後、縁あって教員生活をすることとなり、父親の跡継ぎは弟
が担う。校務で東邦大学解剖教室に出入りすることが多くなり、関東解剖学教室野球大会
には、東邦大学の一員として参加をした。当時、慈恵医科大学の加藤征先生との出会いも
あった。加藤先生はキャッチャーで、大活躍をしていた。その後、学校協会でご一緒する
こととなり、ご縁の大切さを実感する。
　花田学園の創立者、花田傳先生の業績は、多くの方が知るところである。戦後の日本、
鍼灸や柔整は存亡の危機を迎えていたが、業界の会長等を歴任し、熱き弁舌を持つ花田先
生は、当時の厚生省等に日参し、存続に向けての制度確立に尽力をした。
　花田先生は、GHQ等との交渉の中、学校教育を充実させ、全体のレベルアップをするこ
とが、喫緊の課題であるとの思いで、私財を投じ昭和31年渋谷の地に学校を設立した。後
年、大学を設立したいとの思いを聞く機会が多く、様々な地に大学用地を探し歩いた。
　当時、かなり有力な場所の一つが、御殿場であった。当時の御殿場市ともパイプが出来、
地主との交渉が、何回となくあった。残念ながら100人を超す地主の合意形成、特に中心部
を持つ地主の意見が纏まらず、頓挫することとなった。私は車で通勤していたので、夕方
４時過ぎに声が掛かり、これから御殿場へ行くぞ、の一言で同行する日々であった。文字
通り運転手役として、花田先生と当時の教頭であった久本摂夫先生が交渉の場に臨み、私
はひたすら終わるのを待つ。東京へ帰り着くのも11時過ぎることも屡々。渋谷に花田先生
をお送りし、その後、日野にあった久本先生の家にお送りする。その後、江戸川の実家へ。
寝る間もなく、普通のように出勤。そんなタフな時間を過ごすことが出来たのも、電電公
社時代のトレーニングと、若い時代に青春を掛けた熱い中での野球経験の賜物であった。
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　花田学園では、花田先生の号令一過で物事が進むが、教員として外国の見分も大切であ
るとの理念で、毎年のように海外に研修をすることが出来た。私が、飛行機に乗ったのは
アメリカ行きが最初で、サンフランシスコ、ロスアンゼルス等を訪ねた。サンフランシス
コからロスアンゼルスへのユナイテッド航空の国内便では、飛行経路の中で揺れが予想さ
れるので、上に置いた荷物を座席に下に移動して欲しいとのアテンションプリーズがあり、
私が対応したのを見て、日本語で通訳をしてほしいと頼まれ、アテンションプリーズを経
験したのも、楽しい思い出である。「Flight attendant」の立派なバッジを貰ったが、どこ
かでロスをして今は手元にない。ロスまでのフライト時間、ブルックシールズに似た美人
スチュワーデスから、アルコールの提供を受け、機上の酔いが加速した。当時は、英語が
耳に馴染んでいたようだが、最近は日本語すら遠く聞こえる始末である。尤も、聞きたく
ない話が、昨今は多いようでもある。
　その後、ヨーロッパやアジア等を旅行することが出来た。花田先生から、アメリカの大
学に行け！との突然の命令があり、当時、卒業生であった賀さんが、サンフランシスコに
住んでいるので、訪ねることとしていた。交通公社を通し、色々な手配をしていたが、賀
さんが交通事故に遭い帰らぬ人となってしまった。アメリカに留学をしていたら、その後
の人生はまた違った歩みをしていたことであろう。
　花田学園の学生としての必修科目としての柔道を経験し、初段を得る。その後、教員と
しての時代に昇段を重ねたが、講道館における四段の講習と審査を経て、六段を得て現在
に至っているが、柔道着を着るだけで汗が湧きでて、息が切れる昨今である。柔道と距離
を置いていた自分としては、父の大きな導きであると感じる。

『学校協会関係』
　協会会長を47歳から57歳までの10年間、平成７年〜平成17年の間、務めさせていただい
た。生意気にも、会長からの諮問事項を示し、各委員会にご検討いただいた。学校協会が
抱えている諸問題を各委員会が共有することを主眼とした。若気の至りであるが、委員会
の在り方等の青臭いテーマでもあったが、懸命に取り組んでくれた各位に改めて感謝を申
し上げます。大学の設置問題の特別委員会もあり、当時の関西医療大学並びに明治国際医
療大学のご協力を得て、大学設置のノウハウを纏めることが出来た。
　振り返ってみれば、学校協会の激動期を経験した。
　現在の柔道整復認定実技制度は、当初、様々な曲折を経た。柔道整復師の免許付与には、
実技試験が必須であるとの合意が何とか形成され、国家試験と同様の守秘性を担保するた
めには、柔道整復研修試験財団で実施すべしとなった。しかし、学校教育の卒業要件につ
いては、学校長の専権事項である。当初は、名称を認定実技試験としていたが、様々な議
論の末、試験ではなく審査とすべきとの意見が持ち上がり、学校長はその審査結果を卒業
判定の参考とする、との合意形成が成った。審査内容や審査の流れ等は、教育を担当する
学校協会に原案作成が任され、当時はワードプロセッサー、所謂ワープロの世界で、フロッ
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ピーを持参し、時間との勝負のなか、厚生省のワープロを借りて会議を盛り込んだ内容に
すべく、奮闘した。また、柔道整復師倫理綱領の作成、学校協会と日本柔道整復師会の共
同作業で進められたが、原案作成を依頼され、日本医師会の倫理綱領等を参考に制定する
ことが出来た。
　当時の厚生大臣である橋本龍太郎大臣の英断で、柔整師関係者の長年の念願であった国
家試験への格上げを果たすことが出来たが、試験財団の立ち上げ時は、行政改革が進行中
であり、国からの資金的バックアップは不可能であった。国家試験移行への原動力となっ
た先生が、当時の日本柔道整復師会会長の小倉八郎先生、忘れてはいけない先見性に富ん
だ素晴らしい先生である。各校を回り学校関係者の心を打つ情念と共に、誠実な先生のお
人柄が、国会議員、霞が関の行政マン、柔道整復師会と学校関係者、皆さんの気持ちを一
つに纏め上げた。誠実な先生なくして実現することは難しかったと思います。同じ目線で
お話をし、恫喝をすることもなく、真摯に活動を続けられた。当時、財団を設立するには、
３億円の基金が必要であるとの方向性が示され、柔道整復師会関係と学校協会で折半し、
捻出することとなったが、当時の学校協会関係校が14校であり、どのように負担をすべき
か、当初は、均等割りとの意見で始まったが、北海道を含め定員の少ない学校の負担を考
え、定員按分を提案し、議論の末、決定を見た。柔整教育に大学を！との柔整業界の動き、
定員を動かしがたい時代であり、専門学校から１割から２割を拠出して欲しいとの提案も
あったが、その前に自分のところの専門学校の定員を削減するのが筋だ、等々の議論が噴
出し、各校の意見の一致を見ることはなかった。

『「柔道整復研修試験財団」での思い出』
　初代理事長である大谷藤郎先生との出会うことが出来たが、先生は、京都大学医学部を
卒業後、旧厚生省に入省された。旧厚生省の課長時代、ハンセン病関係者が同省を訪れる
と、お茶を出す際に従来からは紙コップであったが、先生は、通常の陶器製茶わんを出す
よう指示をした。先生は、WHOから社会医学・公衆衛生分野におけるノーベル賞といわ
れる「レオン・ベルナール賞」を受賞されている。その後、先生は、国際医療福祉大学の
初代学長に就任されたが、学校教育について教えを請いたいと電話があった。エリート官
僚として歩まれた先生からの電話に驚くとともに、そのお人柄に改めて敬服をした。
　大谷先生が亡くなり、青山葬儀場で告別式があり参列をしたが、親族席にライオンズク
ラブ時代に知り合った大谷貴子さんが居た。そこで初めてご縁戚であったことを知る。大
谷貴子さんとは、私が東京新都心ライオンズクラブに入会し、様々なボランティア活動を
するなか、骨髄バンクの活動をサポートする際に出会った。その時に女優の東ちづるさん
とも活動をとおし、ご縁を得る。
　大谷さん自身が千葉大学の大学院生の時に白血病になり、当時は骨髄バンクの存在すら
ない時に、大谷さんは自分の骨髄移植には間に合わないが、将来のためにと奮闘し、日本
に骨髄バンクを立ち上げるきっかけを作った、素晴らしい女性で、会うたびにエネルギー
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を頂く。結婚式にもご招待を受け、今でも心の通じる良き友人でもある。

『大学設立関係について』
　学校協会長を経験する中で、福岡の裁判以来、毎年10校ほどの勢いで、多くの学校が設
立された。
　新設校に対し、厚生省は出来る限り学校協会の会員校として、教育機関としての責務を
共有するためにも、協会に入会して一緒に歩んで欲しいとの要望が出されていた。
　学校協会長を退任し、花田先生の想いを実現するべく、土地を探すことを始めたが、中々
適地が見つからずにいた。現在の専門学校は、渋谷桜丘町にあるインフォスタワー、住友
不動産を中心とした地権者が参画し、総合設計制度を利用し地上21階建て、110メートルの
共同ビルであり、花田学園は区分所有をしている。建築施工は、清水建設や大林組を始め
とした大手建設会社６社による。竣工後、さらに住友不動産が隣地にインフォスタワーの
アネックスビルを建てることになり、工事は清水建設が請け負った。
　毎週、建設状況を報告に来たが、その現場責任者に大学構想を話していた。現場から清
水建設の営業に話が上がり、営業部門の人と会うこととなった。その出会いがなければ、
恐らく大学構想は実現しなかったのではと思う。住友不動産や清水建設を通した人との出
会いは、本当に不思議である。神様の思し召しとも思うばかりである。幾多の困難があっ
たが、夢の実現に向け寝食を忘れて没頭した。幸い、今まで出会った医師を始め様々な人
の協力を得ることで実現することが出来たが、文部科学省での大学設立認可書を得た日が、
改めて思い出される。幻冬舎から出版依頼があったが、未だ発展途上人として断った。

『「日本柔道整復接骨医学会」関係』
　日本柔道整復師会で実施されていた学術大会を、名実ともに学術団体として単独で立ち
上げるとの流れの中、学校協会として初期の立ち上げに参画をした。荻島秀男先生のアド
バイスのもと、学会の在り方等が真剣に議論され、渋谷にあったヒルポートホテルでの会
議も懐かしい思い出である。浅学菲才の私が、皆さんの支えで会長を経験することが出来
た。選挙制度に手を入れたかったが、学会の構成比率等を考慮すると、簡単な線引きでは
ない。
　会長職を離れて日にちも余り経っていないので、語ることを止めるのが礼儀と思う。

『機上でお会いした人々』
　大阪の学会参加のために機上でお会いした橋本総理、私は翌日に用事があり、日帰りで
の出席であったが、復路も橋本総理と出会い、以前にお会いしたこともあったので、柔道
整復の学会ですと話すと、柔道整復をご存じの総理、どうですか、と声をかけられた。ま
た、国際医療福祉大学の高木邦格理事長とは、モンゴルへの出張の際、機上でご一緒する
こととなった。席が隣合わせで、モンゴルへの５時間以上のフライトで、お互いアルコー
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ルの力もあり、話し続けた。何とその飛行機には、河野外務大臣がご一緒。翌日実施され
る日本からの援助でできた日本モンゴル教育病院のオープニングセレモニーに出席のため
で、翌日もお会いしたが、河野外務大臣の素晴らしいスピーチに日本人の一人として誇ら
しく思える日であった。その夜にあったレセプションでは、ウオッカを痛飲し楽しい思い
出である。高木先生とは、帰りの便もご一緒で話に花が咲いた。 
　機上では、加山雄三さん、渡哲也さんと舘ひろしさんとの出会いもあった。また、ジャ
ンボジェットの２階席では、隣の乗客が席でマニュキュアを塗り始めたのをスチュワーデ
スが注意する場面に遭遇した。やんわりと、しかし毅然とした職業倫理に敬服もした。若
かりし頃の若貴とも出会いがあったが、鬢付け油が臭いと聞こえるようにスチュワーデス
に注意をするよう依頼する乗客もあった。本当に臨機応変の対応を迫られる大変な職業で
あると再認識させられた。

　纏めにあたり、コロナ禍の今、コロナウイルスのパンデミックより、社会的スティグマ
（社会的差別）が、怖い流行である。人は言葉を話し、意思疎通を図るが、メールやスマホ
では伝わらないことが多い。柔道整復師の世界も、長い間ある種のスティグマと戦ってき
たように思う。医業類似行為なる名称による差別に甘んじてきた。
　私自身は、広義の解釈としての医業の一部限定解除であるとの社会的合意形成を願って
きた。この夢の実現には、様々な力の結集が必要である。大学の設立は、その一助になれ
ばとの思いである。それにしても、人との顔を合わせた出会い、魂の邂逅は不思議なもの
である。神様の思し召し、としか思えないことが度々である。
　学校協会では、私より先達の校長先生達との交流、また、柔道整復師会の会長からの教
育に関する申し出でに対し、学校のことは学校に任せてくれと、毅然と言えた若かりし頃
の自分、そして、それを受け入れてくれた会長の懐の大きさ、今、随想を書いている中で
改めて感謝を申し上げる次第である。素晴らしい先輩に出会えたこと、そして聞く耳を持
つことで私を育ててくれたことと思う。
　吉川英治氏の「我以外皆我師」その謙虚な姿勢が肝要である。と記し、筆を置くことと
します。
　最後までお付き合いいただき、感謝申し上げます。
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　第63回教員研修会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、教育支援委員会担当
理事 齊藤秀樹先生ならびに研修等部会で協議していただいた結果、日程を変更して、令和
３年11月27日（土）・28日（日）の２日間にわたり、スターゲイトホテル関西エアポート

（旧　全日空ゲートタワーホテル大阪）で開催することになりました。
　ご講演をお願いしております先生方をはじめ、協会員の先生方には多大なるご迷惑とご
心配をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。
　なお当初、研修会会場として予定しておりました大阪国際会議場は、現在、新型コロナ
ワクチンの大規模接種会場として利用されております。一日でも早い終息を願うとともに、
コロナ禍ではございますが、全国から多くの先生方のご参加を心よりお待ち申しあげてお
ります。

第63回教員研修会の開催について

メインテーマ：『　柔道整復が社会に果たす役割  』

　●研修会　　　1日目　　令和 3年11月27日（土）

12:00 ◆受付開始　 敬称略

13:00 会場：メイン会場

・開会の辞 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 副会長

・会長挨拶 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 会長

・主管校挨拶 学校法人 履正社　履正社医療スポーツ専門学校 理事長

・来賓祝辞 公益財団法人 柔道整復研修試験財団 代表理事

・来賓祝辞 公益社団法人 日本柔道整復師会 会長

・来賓祝辞 一般社団法人　日本柔道整復接骨医学会 会長

13:40 ・来賓紹介

13:45 ◆講演１ (90分) 会場：メイン会場

15:15

15:30 ３会場に分かれる

第１テーマ 会場：メイン会場

（教育関連）

第２テーマ 会場：分科会会場

（柔道整復術関連）

第３テーマ 会場：分科会会場

16:30

16:45 ◆ポスターセッション発表 (45分） 会場：（　 未 定 　）

17:30

18:30 ・開会挨拶 学校法人 履正社　履正社医療スポーツ専門学校 校長

・来賓祝辞 公益社団法人 大阪府柔道整復師会 会長

・乾杯 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 顧問

20:00 ・中締め 公益社団法人 全国柔道整復学校協会　教育支援委員会教員研修等部会 担当理事　

　●研修会　　　２日目　　令和 3年 11月28日（日）

9:00 ◆講演２ (80分) 会場：メイン会場

10:20

10:35 ◆講演３　(80分） 会場：メイン会場

11:55
12:00 ◆閉会式(20分) 会場：メイン会場

・次年度主管校挨拶

12:20 ・閉会の辞 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 副会長

会場：スターゲイトホテル関西エアポート

会場：スターゲイトホテル関西エアポート

　　大阪大学大学院 医学系研究科 病理学講座 幹細胞病理学　　　　　教授　　仲野　徹　

　　　　　　休憩（15分）

座長 ： 履正社医療スポーツ専門学校　理事長　釜谷 等

令和３年　第63回　教員研修会プログラム     〔案〕

初期臨床研修からみた柔道整復師の臨地実習の重要性  -医接における実習教育の共通点-（仮）

　　教科書委員会と教員研修等委員会の共同作業部会（案）

助成金交付発表：６題

座長：　（未定）　　　　　　

会場：スターゲイトホテル関西エアポート　●懇親会　受付18:00～

◆分科会　(60分)

座長 ： 近畿大学医学部病理学教室　主任教授　伊藤 彰彦

知っておきたい肩関節疾患に対するアプローチと治療法（仮）

座長 ： 近畿大学医学部病理学教室　主任教授　伊藤　彰彦　

◆開会式　(40分）

　　　　　　休憩（15分）

『遊びと研究 －後悔しない人生バランス－』

　　ｻｲｴﾝｽ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ合同会社　　　　　　　　　代表取締役　榎木　英介　

　　河井整骨院 　院長　河井　好照　先生

　　　　　　休憩（15分）

「　未定　」

　大阪大学大学院 医学系研究科　社会医学講座 法医学　　教授　松本 博志

座長  ： 医療法人山紀会　山本第一病院　　病院長　高折　洋

ノーベル賞がもたらす日本の医療の発展（仮）

一般公募発表　 ：４題

法医学へのいざない（仮）

　国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学　ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究科　機能ｹﾞﾉﾑ医学研究室　 准教授　石田 靖雅
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日時：令和３年３月19日（金）14：30〜15：45
場所：全国柔道整復学校協会事務局

今回は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、総会としては初めてWeb会議ツー
ル「ZOOM」によるハイブリッド会議方式で執り行われました。

定刻に開会の後、事務局より当会顧問の高山精雄先生が同年１月10日に97歳で逝去され
たこと、福岡天神医療リハビリ専門学校の正会員に大川照明先生が就任されたことの報告
がありました。

谷口会長の挨拶に続き、議長・議事録署名人の選出が行われ、議長に呉竹鍼灸柔整専門
学校の村上哲二正会員、議事録署名人に新宿医療専門学校の永野 修正会員及び日本医学鍼
灸柔整専門学校の奥田久幸正会員がそれぞれ就任されました。

その後、議案に沿い「役員及び委員会委員の報酬並びに費用に関する規程改正について」
が上程され、出席者全員の承認を得ました。

引き続き行われた報告事項では、谷口会長及び事務局から「令和３年度事業計画及び資
金調達並びに設備投資の見込について」、「令和３年度収支予算について」、各担当理事から
委員会並びに関連団体等に関する報告が行われ、滞りなく閉会いたしました。

令和２年度臨時総会について
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１. 開 催 日　　令和３年３月19日（金）　14：30〜15：45

２. 会　　場　　全国柔道整復学校協会事務局
　　　　　　　　　東京都港区浜松町１−６−２丸神ビル１階
　　　　　　　　　電話 03−5405−1690（代表）

３. 出 席 者　　総数42名（別紙 出・欠席名簿のとおり）
　　　　　　　　正会員出席者20名（内ZOOMによる出席者14名）
　　　　　　　　正会員欠席者26名
　　　　　　　　会員校教職員19名（内ZOOMによる出席者19名）、事務局３名

４. 議事概要

（1）臨時総会の開会宣言
　司会者（事務局長）から、臨時総会の開会宣言の後、本総会の正会員出席者は20名、
欠席者は26名、ただし欠席者25名から「委任状」が提出され、定款第17条に基づく総
会開催の定足数正会員の２分の１（24名）以上であり、本総会は適法に成立している
と報告。

（2）会長開会挨拶
　　　谷口会長の挨拶。

（3）司会者から、当会顧問の高山精雄先生が今年１月10日に97歳で逝去されたこと、福
岡天神医療リハビリ専門学校の正会員について吉武毅人先生から大川照明先生に異動
があったことを報告。

（4）議長の選出
　司会者が、定款第15条に基づく議長の選出について総会に諮ったところ、司会者一
任とされたことから、司会者は呉竹鍼灸柔整専門学校の村上哲二正会員を指名、総会
は異議なく賛成し、村上哲二正会員も議長就任を承諾。

•••••••••••••••••••••••••••••••
•                                                          •

•                                                          •
•••••••••••••••••••••••••••••••

公益社団法人　全国柔道整復学校協会
令和２年度　臨時総会議事録

10



（5）議事録署名人の選任
　村上議長は、議長就任挨拶のうえ、議事録署名人２名の選出について総会に諮った
ところ、議長一任とされたことから、新宿医療専門学校の永野 修正会員と日本医学柔
整鍼灸専門学校の奥田久幸正会員の両名を指名し、総会は２名の議事録署名人を承認
し、両正会員も承諾。

（6）議案の審議
　　１）議案

　村上議長は議案の審議に入る旨宣言し、議案「役員及び委員会委員の報酬並びに
費用に関する規程改正について」の説明後、意見、質問を受けたいこと、また、表
決は正会員とされており、意見・質問等は正会員にお願いしたいと発言。

　事務局長から、資料１「役員及び委員会委員の報酬並びに費用に関する規程改正
について」に基づき改正内容及び改正理由を説明。

　村上議長は、説明が終了したことから、質疑に入る旨を告げ、総会に質問並びに
意見を求めた。しかしながら、意見等が無いことから、議案について表決に移るこ
とを宣言し、承認について賛成者の挙手を求めたところ、賛成多数であった。これ
により、村上議長は、議案「役員及び委員会委員の報酬並びに費用に関する規程改
正について」は原案のとおり承認されたと宣言。

（7）報告事項
　　１）令和３年度事業計画及び収支予算について

　村上議長は、引き続き報告事項に入る旨宣言し、報告事項は総会出席者も発言が
出来るので、報告が終了した後に、挙手のうえ所属、氏名を名乗り発言するように、
また、報告事項の「令和３年度事業計画及び収支予算について」は関連事項である
ことから、報告が終了してから質問等を受けることを告げ、谷口会長及び事務局長
に報告を求めた。

　谷口会長から、第９回理事会において、「令和３年度事業計画及び資金調達並びに
設備投資の見込みについて」が承認されたことを報告すると共に、資料に基づき事
業活動方針及び事業内容を説明。

　事務局長から、第９回理事会において、「令和３年度収支予算について」が承認さ
れたことを報告すると共に、資料に基づき予算内容を説明。なお、予算の積算にあ
たっては、各委員会からの事業計画に基づき積算したことを報告。
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　村上議長は、「令和３年度事業計画及び収支予算について」質問・意見を求めたが
発言は無く、引き続き各委員会に関する報告を求めた。

　　２）各委員会活動
　　　ア．教育支援委員会教科書部会

　　　イ．教育支援委員会教育開発部会
　齊藤理事から、教科書部会は「柔道整復学・理論編」の改訂について、教育開
発部会は国家試験過去問題集の電子版作成について報告。

　　　ウ．教育支援委員会教員研修等部会

　　　エ．教育支援委員会専科教員認定講習部会
　萩原理事から、教員研修部会は来年度教員研修会の日程について、専科教員認
定講習部会は来年度講習会日程及び改訂カリキュラムについて報告。

　　　オ．広報・調査委員会
　大麻理事から、広報部門は会報掲載の高山顧問随想について、調査部門は「国
家試験受験率及び退学者数アンケート調査」及び「入学者の構成に関するアンケー
ト調査」並びに「卒業生進路状況アンケート調査」について報告。

　　　カ．柔道委員会
　廣岡理事から、来年度柔道大会の運営方法について報告。

　　　キ．組織運営委員会
　田中理事から、報告事項は無いと報告。

　　　ク．「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会
　齊藤理事から、会員校を対象とした模擬試験実施に関するアンケート調査結果
について報告。

　　　ケ．学校協会創立30周年記念事業準備委員会
　田中理事から、記念式典は再来年度の７月平日に開催を計画していると報告。

　村上議長は、各委員会報告が終了したことから、報告事項について質問・意見を
求めたが発言は無く、引き続き関連団体に関する報告を求めた。
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　　３）関連団体
　　　ア．柔道整復研修試験財団

　萩原理事から、来年度の施術管理者研修及び認定実技審査について報告。

　　　イ．日本柔道整復接骨医学会
　萩原理事から、今年度の学術大会実施結果について、事務局から来年度の学術
大会日程について報告。

　　　ウ．日本柔道整復師会
　萩原理事から、柔道整復教育評価機構設立に向けた同会の対応について報告。

　　　エ．厚生労働省
　事務局から、報告事項は無いと報告。

　　　　オ．文部科学省
　関口副会長から、専修学校の質保証・向上の推進に向けた方策の検討を行う調
査研究協力者会議について報告。

　村上議長は、関連団体に関する報告が終了したことから、報告事項について質問・
意見を求めたが発言は無く、引き続きその他の報告を求めた。

　　４）その他
　　　ア．柔道整復教育評価機構

　関口副会長から、同機構設立時における資金面についての検討状況について報
告。

　　　イ．柔道整復師国家試験疑義問題検討会
　谷口会長から、３月10日に開催した同検討会での検討内容等について報告。

　村上議長から、各報告事項について質問・意見を求めたが無かったことから、本
臨時総会の議事の全てが終了した旨及び円滑なる議事進行の協力に謝意を表し、閉
会を宣言。

　よって、本日の臨時総会の議事経過の概要を記載、その内容を明確にするため、
議長及び議事録署名人２名が署名押印する。
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　　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　村　上　哲　二　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　永　野　　　修　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　奥　田　久　幸　　印
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日時：令和３年６月18日（金）14：00〜15：30
場所：フクラシア浜松町

　今回の定時総会は、前回の臨時総会に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、Web会議ツール「ZOOM」によるハイブリッド会議方式で執り行われました。
　定刻に定時総会は開会され、谷口会長の挨拶に始まり、新たに正会員になられた北海道
柔道整復専門学校小池良二先生、日本工学院八王子専門学校千葉 茂先生、東京医療福祉専
門学校殿村康一先生、福岡医健・スポーツ専門学校古谷野 潔先生の紹介が事務局より行わ
れたのち、総会に出席の殿村先生が挨拶をされました。
　谷口会長の挨拶に続き、議長・議事録署名人の選出が行われ、議長に平成医療学園専門
学校の北野吉廣正会員、議事録署名人に新宿医療専門学校の永野 修正会員及び呉竹鍼灸柔
整専門学校の村上哲二正会員がそれぞれ就任されました。
　その後、議案に沿い「第１号議案：令和２年度事業報告書（案）」、「第２号議案：令和２
年度決算報告書（案）」、「第３号議案：令和２年度監査報告」、「第４号議案：入会金及び会
費に関する規程の一部改正について」が上程され、出席者全員の承認を得ました。
　引き続き行われた報告事項では、谷口会長及び各担当理事から各関連団体に関する報告
が行われ、滞りなく閉会いたしました。

令和３年度定時総会について

15



１. 開 催 日　　令和３年６月18日（金）　14：00〜15：30

２. 会　　場　　フクラシア浜松町
　　　　　　　　　東京都港区浜松町１丁目22−５ KDX浜松町センタービル６階

３. 出 席 者　　総数54名（別紙 出・欠席名簿のとおり）
　　　　　　　　正会員出席者22名（内ZOOMによる出席者12名）
　　　　　　　　正会員欠席者24名
　　　　　　　　会員校教職員28名（内ZOOMによる出席者26名）
　　　　　　　　学校協会４名（内ZOOMによる出席者３名）

４. 議事概要

（1）定時総会の開会宣言
　司会者（事務局長）から、定時総会の開会宣言の後、本総会の正会員出席者は22名、
欠席者は24名、ただし欠席者全員から「委任状」が提出され、定款第17条に基づく総
会開催の定足数正会員の２分の１（24名）以上であり、本総会は適法に成立している
と報告。

（2）会長開会挨拶
　　　谷口会長の挨拶。

（3）新入会員（校）紹介
　司会者から、北海道柔道整復専門学校は小池良二先生、日本工学院八王子専門学校
は千葉 茂先生、東京医療福祉専門学校は殿村康一先生、福岡医健・スポーツ専門学校
は古谷野 潔先生、が新たに正会員となられたことを報告。殿村正会員が挨拶。

（4）議長の選出
　司会者が、定款第15条に基づく議長の選出について総会に諮ったところ、司会者一
任とされたことから、司会者は平成医療学園専門学校の北野吉廣正会員を指名、総会
は異議なく賛成し、北野吉廣正会員も議長就任を承諾。

•••••••••••••••••••••••••••••••
•                                                          •

•                                                          •
•••••••••••••••••••••••••••••••

公益社団法人　全国柔道整復学校協会
令和３年度　定時総会議事録
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（5）議事録署名人の選任
　北野議長は、議長就任挨拶のうえ、議事録署名人２名の選出について総会に諮った
ところ、議長一任とされたことから、新宿医療専門学校の永野 修正会員と呉竹鍼灸柔
整専門学校の村上哲二正会員の両名を指名し、総会は２名の議事録署名人を承認し、
両正会員も承諾。

（6）議案の審議
　　１）第１号議案、第２号議案及び第３号議案

　北野議長は議案の審議に入る旨宣言し、第１号議案「令和２年度事業報告書（案）
について」、第２号議案「令和２年度決算報告書（案）について」及び第３号議案

「令和２年度監査報告について」は関連事項であることから、三議案の説明後、意
見、質問を受けたいと述べた。

　事務局長から、資料１「令和２年度事業報告書（案）について」に基づき運営体
制、行事・活動等実施内容、総会・理事会等を含む行事並びに活動状況について、
続いて資料２「令和２年度決算報告書（案）について」の貸借対照表、正味財産増
減計算書、財産目録等財務諸表に基づき、令和２年度決算状況を説明。

　米田監事から、令和３年５月14日に谷口会長、事務局担当者、会計事務所の立ち
会いのもと、計算書、会計帳簿等の閲覧など会計監査を実施した結果、収支状況、
財産状態は正しく表示されており、理事の職務執行についても法令、定款に違反す
る事項は認められないと報告。

　北野議長は、説明を終え、これら議案に対する質問並びに意見を求めたが、いず
れも無いことから、表決に移ることを宣言。承認について挙手を求めたところ挙手
多数により、第１号議案「令和２年度事業報告書（案）について」、第２号議案「令
和２年度決算報告書（案）について」及び第３号議案「令和２年度監査報告につい
て」は原案のとおり承認されたと宣言。

　　２）第４号議案
　次に、北野議長は第４号議案「入会金及び会費に関する規程の一部改正について」
における改正の背景等について関口副会長に説明を求めた。

　関口副会長から、資料４「入会金及び会費に関する規程の一部改正について」に
基づき、一般社団法人柔道整復教育評価機構（以下「同機構」という。）設立に関す
る検討経過について報告すると共に、同機構の会員校となり年会費を負担する学校
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協会会員校の経済的負担を軽減する措置であると説明。

　北野議長は、説明終了後、議案に対する質問並びに意見を求めたが、いずれも無
いことから、表決に移ることを宣言。承認について挙手を求めたところ挙手多数に
より、第４号議案「入会金及び会費に関する規程の一部改正について」は原案のと
おり承認されたと宣言。

（7）報告事項
　北野議長は、引き続き報告事項に入る旨宣言し、報告事項に関する意見・質問は総
会終了後の会員協議会において受ける旨説明し、各事項について担当役員に報告を求
めた。

　　１）各委員会活動
　　　ア．教育支援委員会教科書部会

　　　イ．教育支援委員会教育開発部会

　　　ウ．教育支援委員会教員研修等部会

　　　エ．教育支援委員会専科教員認定講習部会
　本日欠席の齊藤理事に代わり谷口会長から、教科書部会及び教育開発部会から

「柔道整復学・理論編」の改訂について、教員研修等部会から今年度教員研修会の
日程変更について、専科教員認定講習部会から今年度の講習会実施状況について
それぞれ報告。

　　　オ．広報・調査委員会
　大麻理事から、「入学者の構成に関するアンケート調査」及び「卒業生進路状況
アンケート調査」の進捗状況報告と共に、同調査への協力を要請。

　　　カ．柔道委員会
　廣岡理事から、今年度柔道大会の開催中止及び次年度大会の開催予定について
報告。

　　　キ．組織運営委員会
　田中理事から、会員校名簿作成の進捗状況について報告。
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　　　ク．「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会
　谷口会長から、模擬試験実施に向けた検討状況について報告。

　　　ケ．学校協会創立30周年記念事業準備委員会
　田中理事から、記念式典の開催日程等について報告。

　北野議長は、各委員会報告が終了したことから、引き続き関連団体に関する報告
を求めた。

　　２）関連団体
　　　ア．（公財）柔道整復研修試験財団

　　　イ．（一社）日本柔道整復接骨医学会

　　　ウ．（公社）日本柔道整復師会
　萩原理事から、柔道整復研修試験財団における今年度の認定実技審査実施予定に
ついて、日本柔道整復接骨医学会における同会第30回学術大会の開催について、日
本柔道整復師会における東京オリンピック・パラリンピック及び柔道整復師養成学
校に対する業界説明の各状況についてそれぞれ報告。

　　　エ．（一社）柔道整復教育評価機構

　　　オ．厚生労働省

　　　カ．文部科学省
　関口副会長から、柔道整復教育評価機構における初代代表理事に自身が就任し
たことについて、厚生労働省のリモート授業に関する要望について、文部科学省
の専修学校等の新型コロナウイルスワクチン職域接種に関する要望についてそれ
ぞれ報告。

　北野議長は、関連団体に関する報告が終了したことから、本定時総会の議事の
全てが終了した旨及び円滑なる議事進行の協力に謝意を表し、閉会を宣言。

　よって、本日の定時総会の議事経過の概要を記載、その内容を明確にするため、
議長及び議事録署名人２名が記名押印する。
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　　　令和３年６月18日

　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　北　野　吉　廣　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　永　野　　　修　　印

　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　村　上　哲　二　　印
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１. 開 催 日　　令和３年３月19日（金）　12：50〜14：20

２. 会　　場　　全国柔道整復学校協会事務局
　　　　　　　　　東京都港区浜松町１−６−２丸神ビル１階
　　　　　　　　　電話 03−5405−1690（代表）

３. 出 席 者　　10名（理事８名）、欠席者　１名

４. 会長挨拶

　　谷口会長が挨拶を行う。

５. 議事録署名人の選任

　谷口会長が定款に基づき、出席した会長、副会長及び監事が議事録に署名することを
述べ、理事会は了承。

６. 議事経過

　（1）議　　案

　　①臨時総会の進行について
　事務局長から、総会次第等により議事進行案の概要を説明。理事会はこれを決定。

　　②令和３年度臨時総会等開催日程について
　事務局長から、令和３年度理事会等の日程案中、未定の12月の理事会等日程につ
いて、会場確保の観点からこれを決定する必要があると説明。理事会は各役員の予
定を確認のうえ、年間の理事会等の日程を決定。

　　③令和３年度柔道大会の運営について
　廣岡理事から、来年度柔道大会（令和３年８月11日、埼玉県立武道館（上尾市））
の運営について
 ・柔道委員会委員以外に21名の大会運営スタッフ提供を会員校に依頼
 ・これとは別に畳の上げ下ろし等の業務で高校生の運営スタッフを手配

公益社団法人　全国柔道整復学校協会
令和２年度　第10回理事会議事録

84



 ・大会開催又は中止の判断はオリンピックに準ずる
 ・PCR検査は行わない
との基本方針案を説明。理事会の議論では、高校生の運営スタッフに対する新型コ
ロナウイルス感染対策に万全を期す必要との意見もあり、引き続き検討することと
し、理事会はこれ等を決定。

　　④創立30周年記念事業について
　田中理事及び高山副会長から、今月17日に開催した学校協会創立30周年記念事業
準備委員会について、
 ・記念事業は、記念誌、表彰、講演の三つを実施
 ・記念誌は、デジタル化した物、式典当日にお渡しする冊子の二種類を作成
 ・ 式典会場は、４つのホテルから提出された経費見積り等を比較・検討した結果、

パレスホテルを採択することが妥当
との検討概要等を報告。理事会は議論の結果、これ等を決定。また、式典開催日を
令和４年７月28日（木）とすることを併せて決定。

　　⑤副読本（国家試験解説本）の作成について
　谷口会長及び齊藤理事から、株式会社医道の日本社が出版している「国家試験過
去問題集 柔道整復師用」と、電子書籍化されている学校協会監修教科書を連動させ
た新たな国家試験解説本を、学校協会の推薦図書扱いとして開発・作成してはどう
かと説明。理事会は議論の結果、これを決定。

　　⑥その他
　事務局長から、授業目的公衆送信補償金制度に関する学校協会監修教科書の来年
度の取扱い（無償又は有償）について会員校より照会があった旨報告。
　その場で関口副会長が全国専修学校各種学校総連合会に連絡を入れたところ、今
年度の無償の取扱いは例外であり、来年度からは有償となる旨返答。
　理事会はこの結果を確認し、照会のあった会員校にその旨回答することを決定。

　（2）報告事項

　　①代表理事の職務執行報告と行事予定（３月、４月）
　谷口会長、関口副会長及び高山副会長から、職務執行として３月及び４月の各委
員会の活動状況・予定並びに諸行事の予定を報告し、理事会は了承。

　　②その他
ア．柔道整復師国家試験模擬試験アンケート回答結果について
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　齊藤理事から、会員校を対象とした模擬試験実施に関するアンケート調査につ
いて

　・実施時期の最多は12月上旬、次に12月中旬、次いで11月下旬の順
　・殆どの学校が、実施日は学校側に多少裁量を持たせて欲しいと希望
　・受験料は千円が妥当
　との回答結果を報告。

　　　イ．柔道整復師国家試験疑義問題検討会
　谷口会長から、今月10日に開催した同検討会について、
 ・ 今回の試験は幅広い範囲から出題されており、必修問題・一般問題共に難易度

も適切・妥当な内容・レベルであったとの意見が多数あった
 ・ 意見を頂いた問題の全てについて詳細に検討を行った結果、複数解答の可能性

がある問題については、意見書に記載し公益財団法人柔道整復研修試験財団に
提出することとした

 ・ 問題の表記に工夫が必要と思われる問題についても、意見書に記載し財団に提
出することとした

 ・ 国家試験出題基準2020年版に記載されている内容が詳細に書かれ過ぎているた
め、出題範囲が狭く、更に深くなっている

との検討結果を報告。

　　　ウ．令和３年４月会員校入学式一覧
　事務局長から、各会員校の入学式予定日を報告。

　以上で、理事会は14時20分終了する。

　　　令和３年３月19日

　　　　　　　　　　　会　　　長　　谷　口　和　彦　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　関　口　正　雄　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　高　山　雅　行　　印

　　　　　　　　　　　監　　　事　　米　田　忠　正　　印
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１. 開 催 日　　令和３年４月16日（金）　14：00〜15：45

２. 会　　場　　全国柔道整復学校協会事務局
　　　　　　　　　東京都港区浜松町１−６−２丸神ビル１階
　　　　　　　　　電話 03−5405−1690（代表）

３. 出 席 者　　10名（理事７名）、欠席者　１名

４. 会長挨拶

　　谷口会長が挨拶を行う。

５. 議事録署名人の選任

　谷口会長が定款に基づき、出席した会長、副会長及び監事が議事録に署名することを
述べ、理事会は了承。

６. 議事経過

　（1）議　　案

　　①専科教員認定講習会の運営等について
　事務局長から、今年度の専科教員認定講習会受講試験について、東京会場と大阪
会場合わせて50名の申し込みがあったことを報告。
　谷口会長から、本受講試験実施に際し、①試験会場毎に試験総括者の選任、②小
論文採点及び面接官の選任、③受講試験合否判定の方法、について本理事会で決定
する必要があると説明。
　理事会で議論の結果、①試験総括者に、東京会場は齊藤理事、大阪会場は廣岡理
事を選任、②東京会場、大阪会場毎に10名を主管校、協力校を中心に選抜、③会長、
副会長、担当理事からなる合否判定会議を５月11日（火）に開催して合格者を決定、
翌12日（水）に学校協会ホームページで結果を公表、とすることを決定。
　続いて谷口会長から、今年度は受講試験の申し込み者数が講習会開催定員に満た
ないことから、講習会を開催した場合の経費収支は赤字が予想されるが、受講者数
の如何に関わらず講習会は実施、また新型コロナ対策は感染状況を注視しその都度

公益社団法人　全国柔道整復学校協会
令和３年度　第１回理事会議事録
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検討していきたい、と説明し理事会はこれ等方針を決定。
　続いて谷口会長から、柔道整復師専科教員の質向上のため、講習会受講による現
行の教員養成方式から、あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成と同じく教員養
成課程の設置が必要と考えている、学校協会内で議論を尽くした後、日本柔道整復
師会及び柔道整復研修試験財団の協力を得て、厚生労働省に対し「教員養成機関指
定基準」の制定を働きかけて行きたい、と説明。
　理事会の議論では、本課程設置を希望する学校数や採算性に関する発言が出たが、
谷口会長は、更なる議論のため事務局に対し意見を登録するよう求め、本件は継続
審議となった。

　　②委員会委員人事について
　事務局長から、会員校の北海道ハイテクノロジー専門学校より推薦委員の交代申
請があり、理事会の承認が必要と説明。引き続き教育支援委員会教育開発部会所属
してもらうことも含めて理事会はこれを承認。

　（2）報告事項

　　①代表理事の職務執行報告と行事予定（４月、５月）
　谷口会長、関口副会長及び高山副会長から職務の執行状況について、事務局長か
ら４月及び５月の各委員会の活動状況・予定並びに諸行事の予定について、報告し
理事会はこれを了承。

　　②各委員会報告
　　　ア．教育支援委員会教科書部会

　齊藤理事から、４月28日（水）に委員会を開催し「柔道整復学・理論編」の改
訂作業の進め方について検討する予定と報告。
　また同理事から、前回理事会で作成することが議決された副読本（国家試験解
説本）の電子版について、今年７月には完成する旨株式会社医道の日本社より連
絡があったと報告。これに係る推薦料について、理事会は東洋療法学校協会の同
制度を参考にすることとした。

　　　イ．教育支援委員会教育開発部会
　　　　　齊藤理事から、報告事項は無いと報告。

　　　ウ．教育支援委員会教員研修等部会
　齊藤理事から、５月又は６月に部会を開催し、今年度主管校の履正社医療スポー
ツ専門学校より開催に向けた準備状況について報告を受けると共に、来年度以降
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の研修会開催手法等について検討を行う予定と報告。

　　　エ．教育支援委員会専科教員認定講習部会
　齊藤理事から、同講習会運営マニュアルを完成させるため作業を急いでいると
報告。
　また、同理事から、同講習会受講資格要件の「柔道整復師の免許を取得してか
ら５カ年以上実務に従事」について、機能訓練指導員だけの経歴もこれと同様に
認めて良いか理事会に諮りたいと発言。理事会は議論の結果、これを決定。

　　　オ．広報・調査委員会
　大麻理事から、４月23日（金）に委員会を開催する予定と報告。
　関口副会長から、「国家試験受験率及び退学者数アンケート調査」の結果分析に
ついて報告。
　また同副会長は、会報掲載の「巻頭随想」について、故高山顧問限りで終わり
とせず、歴代会長に執筆を依頼する等掲載の継続を検討するよう求めた。

　　　カ．柔道委員会
　廣岡理事から、報告事項は無いと報告。

　　　キ．組織運営委員会
　田中理事から、報告事項は無いと報告。
　高山副会長から、新カリキュラムに関するアンケート調査は、前回実施してか
ら２年ほどが経過しており、その後の状況把握のため同アンケート調査を再開す
るよう求めた。

　　　ク．「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会
　齊藤理事から、４月26日（月）に委員会を開催し今後のスケジュール等につい
て検討する予定と報告。

　　　ケ．学校協会創立30周年記念事業準備委員会
　　　　　田中理事から、報告事項は無いと報告。

　　③関連団体等に関する報告
　　　ア．（公財）柔道整復研修試験財団

　関口副会長から、報告事項は無いと報告。
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　　　イ．（一社）日本柔道整復接骨医学会
　事務局長から、報告事項は無いと報告。

　　　ウ．（公社）日本柔道整復師会
　事務局長から、報告事項は無いと報告。

　　　エ．（一社）柔道整復教育評価機構
　関口副会長から、４月７日（水）に開催した第４回設立準備委員会で、機構の
事業計画及び定款について検討を行ったと報告。

　　　オ．厚生労働省
　事務局長から、４月１日付同省担当者の異動状況を報告。

　　　カ．文部科学省
　関口副会長から、新型コロナウイルス蔓延終息後もオンデマンド授業を活用す
べきか統一見解を出す必要があると報告。

　　④その他
　事務局長から、４月１日における会員校の校名等変更状況について報告。

　以上で、理事会は15時45分終了する。

　　　令和３年４月16日

　　　　　　　　　　　会　　　長　　谷　口　和　彦　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　関　口　正　雄　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　高　山　雅　行　　印

　　　　　　　　　　　監　　　事　　米　田　忠　正　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　監　　　事　　清　水　尚　道　　印
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１. 開　催　日　　　令和３年４月23日（金）　11：28〜15：22

２. 提案・発信者　　全国柔道整復学校協会 会長　谷口　和彦

３. 回　答　者　　　９名（理事７名）

４. 決議事項

　　専科教員認定講習会受講試験日等日程変更について

　今年度開催予定の専科教員認定講習会受講試験及び合否判定会議並びに合格発表につ
いて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の緊急事態宣言発令を受け、その開催
日を一週間延期する。本提案に関して定款第31条第２項に則り、本件の可否について理
事全員の決議を求める。

５. 採決日時

　採決は電子メールを原則として、配信時点より令和３年４月26日（月）17時発信まで
とした。

６. 審議の結果

　当該提案について、理事全員から電子メールにより異議無く全会一致にて同意を得た
うえ、監事２名からも当該提案と理事全員の可否を確認し、電子メールにより同意を得
たので、定款第31条第２項に基づき、当該提案は可決の理事会決議があったものとみな
す。

　　　令和３年４月23日

公益社団法人　全国柔道整復学校協会
令和３年度　緊急理事会（４/23）議事録
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　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　長　　谷　口　和　彦　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　関　口　正　雄　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　高　山　雅　行　　印

　　　　　　　　　　　監　　　事　　米　田　忠　正　　印

　　　　　　　　　　　監　　　事　　清　水　尚　道　　印
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１. 開　催　日　　　令和３年５月６日（木）　11：27〜17：06

２. 提案・発信者　　全国柔道整復学校協会 会長　谷口　和彦

３. 回　答　者　　　９名（理事７名）

４. 決議事項

　　専科教員認定講習会受講試験内容の一部変更について

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の緊急事態宣言期間の延長発令を受け、今
年度開催予定の専科教員認定講習会受講試験について、その実施内容を一部変更（①学
科試験は未実施、②論文試験はテーマを事前告知、執筆の上郵送提出、③面接試験は
ZOOMにより在宅等で実施）する。本提案に関して定款第31条第２項に則り、本件の可
否について理事全員の決議を求める。

５. 採決日時

　採決は電子メールを原則として、配信時点より令和３年５月６日（木）17時発信まで
とした。

６. 審議の結果

　当該提案について、理事全員から電子メールにより異議無く全会一致にて同意を得た
うえ、監事２名からも当該提案と理事全員の可否を確認し、電子メールにより同意を得
たので、定款第31条第２項に基づき、当該提案は可決の理事会決議があったものとみな
す。

　　　令和３年５月６日

公益社団法人　全国柔道整復学校協会
令和３年度　緊急理事会（５/６）議事録
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　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　長　　谷　口　和　彦　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　関　口　正　雄　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　高　山　雅　行　　印

　　　　　　　　　　　監　　　事　　米　田　忠　正　　印

　　　　　　　　　　　監　　　事　　清　水　尚　道　　印
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１. 開 催 日　　令和３年５月28日（金）　14：00〜16：20

２. 会　　場　　全国柔道整復学校協会事務局
　　　　　　　　　東京都港区浜松町１−６−２丸神ビル１階
　　　　　　　　　電話 03−5405−1690（代表）

３. 出 席 者　　10名（理事８名）、欠席者　１名

４. 会長挨拶

　　谷口会長が挨拶を行う。

５. 議事録署名人の選任

　谷口会長が定款に基づき、出席した会長、副会長及び監事が議事録に署名することを
述べ、理事会は了承。

６. 議事経過

　（1）議　　案

　　①令和２年度事業報告書（案）及び決算報告書（案）について
　事務局長から、令和２年度事業報告書（案）、令和２年度貸借対照表（案）、令和
２年度正味財産増減計算書（案）、令和２年度財務諸表に対する注記（案）、令和２
年度財産目録（案）、及び令和２年度附属明細書（案）について説明。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の政府要請を踏まえ、専科教員認定講習部会、
柔道大会及び教員研修会の開催を中止する等、年度前半は活動を休止した状況で
あったところ、年度途中からハイブリッド会議（ZOOM利用）方式を取り入れたこ
とにより、年度後半は活動を再開することが出来た、と報告。
　また、諸大会の開催を中止したこと等に伴い学校協会会員校（以下、「会員校」と
いう。）年会費の減額を行ったこと及び諸大会開催に係る経費支出が無かったことに
より、経常収入及び支出額は例年の約半分程度、約１千万円の黒字決算となった、
と報告。

公益社団法人　全国柔道整復学校協会
令和３年度　第２回理事会議事録
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　　②令和２年度監査報告について
　米田監事から、令和３年５月14日に谷口会長、事務局担当者、会計事務所立ち会
いのもと、各計算書、会計帳簿等の閲覧などにより会計監査を実施した結果、収支
状況、財産状態は正しく表示されており、理事の職務執行についても法令、定款に
違反する重大な事項は認められなかった、と報告。

　「令和２年度事業報告書（案）について」、「令和２年度決算報告書（案）につい
て」及び「令和２年度監査報告について」は、原案どおり総会に諮ることを理事会
は決定。

　　③特定費用準備資金の設定について
　事務局長から、令和２年度決算における経常利益約１千万円の一部を、「公益社団
法人及び公益財団法人の認可等に関する法律施行規則第18条に規定する特定費用準
備資金として、当協会の特定費用準備資金等取扱規則に基づき、
 ・資金の名称は「30周年記念事業準備基金」、
 ・柔道整復に関する普及啓発を行う事業（公益目的事業１）関連経費に充当、
 ・計画期間は令和４年度までの３年間、積立限度額は１千１百万円、
との要綱により積み立てを行う旨の設定趣旨及び内容を説明。

　　　　理事会で協議の結果、原案どおり実施することを決定。

　　④「入会金及び会費に関する規程」の改正について
　事務局長から、一般社団法人柔道整復教育評価機構（以下、「同機構」という。）
の設立に伴い、同機構の正会員になる会員校の経済的負担を軽減するため、年会費
を一律７万円減額する規程改正の趣旨及び内容を説明。
　理事会の議論では、
 ・ これまで会員校に対しては、同機構の正会員になる会員校の年会費を無料と説明

してきたところ
 ・ 同機構の事業計画を詰めていく過程で、同機構の安定した運営には会員校から７

万円（学校協会非会員校は60万円）の年会費徴収が必要との結論
 ・ これについて会員校に対する説明は行われていないことから、本規程の改正を総

会に諮る際に併せてその改正背景等について丁寧な説明を行う
として、「入会金及び会費に関する規程」の改正については、原案どおり総会に諮る
ことを決定。

　　⑤定時総会の開催について
　谷口会長から、定款第14条の規定に基づき、６月18日に定時総会を開催する旨説
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明、理事会は原案どおり実施することを決定。
　事務局長から、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ハイブリッド会議

（ZOOM利用）方式を提案。理事会はこれを決定。

　　⑥正会員入会申込に伴う入会事前審査委員会の設置について
　事務局長から、専門学校沖縄統合医療学院より入会申込書の送達があり、同校の
入会審査に関し「正会員の入会審査に係る事前審査要綱」に基づく委員会を設置、
委員の人選を行う必要があると説明。
　谷口会長から、委員長には高山副会長、委員は大麻理事、廣岡理事、これに事務
局長を加えた構成とすることを提案、理事会はこれを決定。

　　⑦今年度柔道大会について
　廣岡理事から、
 ・昨日、柔道委員会を開催し今年度柔道大会を開催するかどうか議論を行った
　議論の概要としては
 ・ 大会開催についてアンケートを会員校等に行い、20校が参加を表明したが、実際

に開催しようとした場合、この数は減少する見通し
 ・選手は練習不足の感が否めず怪我や事故の発生が懸念される
 ・ また新型コロナウイルスに感染したとなれば、大会実施に対する非難は免れるこ

とは出来ない
 ・ これ等の現状に鑑み、現時点において大会の中止を宣言したとして、関係者の納

得・理解はいただけるものと考える
 ・ 以上により、委員会の総意としては大会中止であり、理事会にその是非を諮りたい
と説明。
　理事会で協議の結果、今年度柔道大会の開催中止を決定。
　続いて同理事から、来年度無事に大会が開催できる状況なら、昨年今年と２年間
出場出来ずに卒業した学生に対する何らかのイベント的なものをそこで企画したい
との発言があり、谷口会長は委員会で検討することを求めた。
　なお、今回は大会開催経費見合額の会員校年会費減額を行わないことを理事会は
確認。

　　⑧柔道整復師教員養成課程の設置について
　谷口会長から、
 ・ 前回理事会後、日本柔道整復師会工藤会長を訪問し、学校協会の考えを説明し理

解を得た
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 ・ 厚生労働省医政局医事課担当官が新型コロナウイルスの対応に忙殺され、本件に
ついて相談が出来ない状況

 ・ 会員校の専科教員認定講習会開催ニーズが今年度もあったことから、同講習会の
開催を暫くの間継続する必要があるとの認識

として、柔道整復師教員養成課程をいつまでに設置するか、またその間は同講習会
で教員養成を行う、との二本柱で検討していきたいと発言、本件は継続審議となっ
た。

　（2）報告事項

　　①代表理事の職務執行報告と行事予定（５月、６月）
　谷口会長、関口副会長及び高山副会長から、職務執行として５月及び６月の各委
員会の活動状況・予定並びに諸行事の予定を報告し、理事会は了承。
　なお、専科教員認定講習会の開講式の際、これまで行われてきた学校協会からの

「祝い金」については、これを廃止することを理事会は確認。

　　②各委員会報告
　　　ア．教育支援委員会教科書部会

　齊藤理事から、４月28日（水）に開催した同部会の協議結果として、「柔道整復
学・理論編」の改訂作業の進め方について検討、８月中旬を目途に執筆を行う予
定であると報告。

　　　イ．教育支援委員会教育開発部会
　　　　　齊藤理事から、近々部会の開催を計画していると報告。

　　　ウ．教育支援委員会教員研修等部会
　田中理事（今年度主管校：履正社医療スポーツ専門学校）から、今年度柔道大
会開催中止を踏まえ、教員研修会についても開催して差し支えないかどうか学内
で議論になっていることを紹介。
　谷口会長は、教員研修会は開催する方向で、これまでの全員参加型ではなく
ZOOM等を利用したハイブリッド型の運営方式を検討する必要がある、ただし新
型コロナウイルス感染防止の観点から懇親会は中止が妥当ではないか、と発言。

　　　　　理事会はこの方針を確認。

　　　エ．教育支援委員会専科教員認定講習部会
　齊藤理事から、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長を受け、その内
容の一部を変更して受講試験を５月16日（日）に開催、同月18日（火）同試験の
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合否判定を行った結果、受験生50名全員が合格になった、今後は同講習会受講資
格要件（実務経験５年）の検討に着手したい、と報告。

　　　オ．広報・調査委員会
　大麻理事から、会報掲載の「巻頭随想」について、櫻井会長に歴代会長として
最初の執筆を依頼し快諾いただいた、その次の執筆は武田顧問に依頼することを
検討している、会員校に対する会報配布数は経費節減のため減らすこととし、代
わりに学校協会ホームページに会報を掲載することとした、と報告。

　　　カ．柔道委員会
　廣岡理事から、報告事項は無いと報告。

　　　キ．組織運営委員会
　田中理事から、報告事項は無いと報告。

　　　ク．「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会
　齊藤理事から、４月26日（月）に開催した同委員会の協議結果として、模擬試
験実施時期は11月20日から12月19日の３週間、柔道整復師国家試験出題基準2022
年版を基に作問、受験料については理事会において今後検討してもらう必要があ
る、と報告。

　　　ケ．学校協会創立30周年記念事業準備委員会
　高山副会長から、印刷等製作物について二社から経費見積を取ったこと、７月
に２回目の委員会開催を計画している、と報告。

　　③関連団体等に関する報告
　　　ア．（公財）柔道整復研修試験財団

　関口副会長から、今年度の認定実技審査方法について昨年度と同じ内容とする
ことを決定したこと、認定実技審査の在り方について諮問委員会の設置が検討さ
れていると報告。

　　　イ．（一社）日本柔道整復接骨医学会
　萩原理事から、報告事項は無いと報告。

　　　ウ．（公社）日本柔道整復師会
　萩原理事から、今年６月は役員改選期であり、同月27日（日）に総会を開催す
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る予定と報告。

　　　エ．（一社）柔道整復教育評価機構
　関口副会長から、６月１日に同機構の設立登記を行う予定であること、理事会
を開催し、同機構の会員となる学校協会会員校に対し学校の現状把握と報告を
行ってもらうためのチェックシートの作成を計画している、と報告。

　　　オ．厚生労働省
　事務局長から、報告事項は無いと報告。

　　　カ．文部科学省
　関口副会長から、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が発出した「出
席者数の削減に関する実施状況の公表について」の取扱いについて、職業実践専
門課程の実態調査等に基づく検証等により、専修学校の質保証・向上の推進に向
けた方策の検討を行う調査研究協力者会議の動向について報告。

　以上で、理事会は16時20分終了する。

　　　令和３年５月28日

　　　　　　　　　　　会　　　長　　谷　口　和　彦　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　関　口　正　雄　　印

　　　　　　　　　　　副　会　長　　高　山　雅　行　　印

　　　　　　　　　　　監　　　事　　米　田　忠　正　　印
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令和３年度　第１回教育支援委員会
教科書部会　議事録

議　題

　（1）柔道整復理論改訂作業の進め方について
　（2）その他

配布資料

　（1）会議次第
　（2）第５版、第６版教科書ワードデータ

リモート会議内容

１） 齊藤理事より挨拶と今後の教科書改訂作業の進め方について理事会の考え、教科書
部会部員の共通の理解が必要と述べられた。

２） 谷口会長より教科書改訂にあたり教示があり、柔道整復学の教科書が問題視され、
浮き彫りになった旨や、ページ増について述べられ、教科書は辞典の作成でないた
め、各部員の意識を持って進めてほしいとの旨があった。

３） 三澤部会長より資料確認があり、それぞれの資料は、骨折、脱臼、軟部組織損傷の
配列での作成している説明があった。また、改訂作業の説明では、加字や削字等は
朱書きで編集作業を行う旨があった。各担当２か月のスパンで８月中旬を目途に作
成して頂き、漸次校正して令和４年３月刊行を目指す旨があった。

　　　〔改訂作業担当〕
　　　　①総論頭部体幹担当　西巻副部会長 / 齊藤部員 / 福田部員
　　　　②上肢担当　　　　　生駒部員　　 / 田中部員 / 錦織部員
　　　　③下肢担当　　　　　三澤部会長　 / 塚本部員 / 鈴部員

４） 谷口会長より各部員の担当制にすると時間的な問題があるため、編集作業担当につ
いては、各自全体を精査して頂いて国家試験ガイドラインに準拠して頂く旨があっ
た。また、柔道整復師が遭遇する頻度の高いものを手厚い記載とする。例としては、

日　　時　　令和３年４月28日（水）14：00〜15：00
会　　場　　（公社）全国柔道整復学校協会会議室及びリモート
出 席 者　　10名　欠席者１名
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上肢では肘関節以下、下肢では膝関節より末梢部の外傷障害を作成して頂きたい旨
があった。

５）齊藤理事より部員に対して意見を求めた。
 ・鈴部員より実技についての導入は、第５版ベースで良いかとの意見があった。
 ・谷口会長より国家試験出題基準についての考察があり、国家試験の出題に実技審査

教本（黄色）から出題があった旨があった。国試ガイドライン項目や出題が教科書
ベースになることが望ましいとの旨があった。

６）齊藤理事より福島医療の齊藤部員、他部員に対して意見を求めた。
 ・齊藤部員より短いスパンでの作業となるため、しっかりと作成したいとの旨があっ

た。
７） 三澤部会長より動画ついては、日本柔道整復師会の匠の技を入れるなどのお話しが

あった。
８） 谷口会長より動画については、オーソドックスなもので考えていきながら、南江堂

にDVDに置き換えてもらうも良いのではないかとの旨があった。
９）齊藤理事より各部員に対して意見を求めた。

 ・錦織部員より加字や削字等は朱書きとする改訂の作業についての確認があった。
 ・西巻副部会長より総論の記載している痛みの生理等のボリュームについて割愛等の

判断の確認があった。
 ・谷口会長より機能解剖もページ増の一因であると述べられ、電子書籍であれば、検

索機能やリンクできる。例えば、骨の修復機転など病理学に飛ばすことができ、専
門教科書内で学ぶことが出来ると教示された。

 ・齊藤理事より電子版だと良いと思うが、書籍版ではどのようにして行くかが問題に
なると示唆された。

 ・谷口会長より機能解剖の記載部分も含め、割愛していくのが望ましいとの旨があっ
た。改訂作業については８月19日を締め切りとして頂き、各部員に振り分けした総
論/頭部体幹、上肢、下肢の３部の作業で加筆、削字の必要なものについては各部
３名で協議、検討して頂き、集約作業を行って三澤部会長に送付して頂きたい旨が
あった。

10） 齊藤理事より教科書改訂の在り方を考えて、各部員に意識とスピード感を持って作
業に取り組んで欲しいと述べられ、今後、電子版についても相談しながら進めてい
く旨があり、電子書籍についての方針を教示した。

　最後に円滑な編集作業等を進めて頂くお願いと三澤部会長への送付締め切り日の確認
をして会議終了した。

以　上
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令和３年度　第１回柔道委員会
議　事　録

議　題

　（1）大会運営について
　（2）係・部署について
　（3）その他

挨　拶

＜谷口会長＞
 ・ 他の委員に比べ人数が少ないので迅速に対応していただき、柔道大会は開催する方向

で準備を進めてもらいたい。

＜廣岡理事＞
 ・ 試合を行うためのコロナ対策など日々、変わっていくとおもわれるので先生方にも情

報を収集していただき検討していきたい。

【議題１】　大会運営について

　『審判員について』
 ・ 審判員を埼玉県柔連から30名の派遣を協力していただき不足分は学校協会、都柔連に

お願いして補う。
 ・埼玉県柔連から審判員名簿をいただき依頼状を作成し発送する。

　『会場設営について』
 ・会場設営と試合場係として30名の高校生を埼玉県柔連が探してくれるとのこと。
 ・畳敷の指揮は早川繊維に依頼し費用の確認をおこなう。
 ・ 会場設営をしてもらう高校生の日当、支払い方法など埼玉県の関係者の方に相談し決

めていく。

日　　時　　令和３年４月27日（火）14：00〜16：00
会　　場　　（公社）全国柔道整復学校協会　会議室
出 席 者　　８名
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　『試合運営について』
 ・試合はケアシステムを使用し行いケアシステムの使用料を視察の際に確認する。

　『駐車場について』
 ・ 大会当日は駐車場が有料となる。役員分の10台程度は埼玉県柔連が無料で使えるよう

に確保してくれるとのこと。

　『コロナ感染対策について』
 ・健康観察の提出、入館時の検温、試合間の消毒などを行う。
 ・ 練習会場での感染予防が必要なので人数制限や練習時間を区切るなどの対策が必要で

ある。

　『試合方法について』
 ・ ５月15日の参加可否〆切後の参加校の数によって５月27日の抽選会の際に試合方法な

どを決めていく。

【議題２】　係・部署について

 ・５月15日の参加可否〆切後に係員の数を検討する。
 ・関東近隣の専門学校の学生、OBや埼玉県の先生方の協力を視野にいれ検討していく。

以　上
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令和３年度　第２回柔道委員会
議　事　録

議　題

　（1）柔道大会開催について

挨　拶

＜谷口会長＞
 ・ 緊急事態宣言により登校を控えている学校などが、ある中で開催するには難しいとこ

ろもあるかと思いますが開催に向けての話し合いをしていただきたい。

＜廣岡理事＞
 ・ 柔道大会まで３か月になり出場校に対し何らかの連絡が必要になってくる。

学校協会では大会開催はオリンピック開催に準じるとしてきましたがIOCでは緊急事
態宣言下でも開催するという発言がある中で、それを待っていると時間的に厳しいた
め柔道委員会として大会を開催するかしないかの検討が必要である。

【議題１】　大会開催について

　湊谷委員　 開催したほうが学生は喜ぶと思うが感染の危険性もあるが学生の練習不足に
よるケガの心配があるので大会開催は厳しいのではないか。

　米女委員　 感染状況が大会までにどのような状態になるか心配がある。学生の練習不足
によるケガと感染のリスクの中で大会開催は厳しいのではないか。

　
　紺野委員　 コロナ対策をしても100％防ぐのは厳しい。学生のために開催してあげたいが

練習時間の確保とコロナの状況がどうなるか不透明だということで開催は難
しいのではないか。

日　　時　　令和３年５月27日（木）14：00〜16：00
会　　場　　（公社）全国柔道整復学校協会　会議室
出 席 者　　８名
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　垰　委員　 感染のリスクと練習不足の心配。埼玉県内の大会状況なども考える必要があ
る。広島県内の大会でも出場校が少ない状況なので現段階では開催は厳しい
のではないか。

　筒井委員　 想像していたよりは参加校が多いと感じたので開催してあげたい気持ちもあ
る。

　　　　　　全柔連からも安全指導の情報が流れてきて稽古不足によるケガが増えている。
　　　　　　一番心配しているのは試合でエキサイトしてのケガが怖い。

　早川委員長　 練習不足によるケガと感染の心配がでてくる。大会の趣旨が学生の交流と
健康増進に寄与することになっているので現在の状況で開催するというこ
とは大会の趣旨とずれているのではないか。

　　　　　　
　廣岡担当理事　 現在、行われている大会では同意書の提出、確認書の提出、健康観察の

提出などが行われている。今大会では高校生に手伝いをお願いしている
ので、高校生に対して２週間の健康チェックを全部していただいて学校
側に保障してもらうようなことは難しいのではないか。

　谷口会長　ワクチンが行き渡る条件下で安心して大会が開催できるのではないか。
　　　　　　代替えの大会を開催するにしても年が明けないと厳しいのでは。

 ・先生方の意見をまとめ令和３年度の大会は中止とする。
 ・ 中止についての連絡は委員会の先生方が直接、参加校に中止になった経緯を説明し理解

をいただくため連絡する。

以　上
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令和３年度　第１回広報・調査委員会
議　事　録

議　題

　（1）広報業務について
　（2）調査業務について
　（3）その他

配布資料

　（1）令和３年度専科教員認定講習会PRポスター
　　　全国柔道整復学校協会広報誌表紙等
　　　全国柔道整復学校協会広報誌表紙掲載順リスト
　　　委員会計画書
　（2）卒業生進路状況アンケート調査
　　　入学者の構成に関するアンケート調査

会議内容

　（1）広報業務について
　　　専科教員認定講習会PRポスターの確認について
　　　配布が完了したことが報告された。
　　　
　　　会報誌59号（令和３年７月発行予定）
　　　① 事務局長より目次案に基づき、掲載内容の説明があった。表紙に概要を、背表紙

に年月を記載する。デザイン案については、印刷業者に依頼している。
　　　② 「わが街の見どころ聞きどころ」担当校（中和医療専門学校）への依頼について

は、永田事務局長より依頼する。編集後記については、赤門鍼灸柔整専門学校亀
井委員が担当する。

日　　時　　令和３年４月23日（金）14：00〜15：10
会　　場　　（公社）全国柔道整復学校協会　会議室
　　　　　　リモート開催
出 席 者　　10名
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　　　③ 巻頭随想については歴代会長に寄稿いただくとする。会報誌59号は、櫻井康司顧
問へ原稿作成をお願いするとし、大麻担当理事より依頼していただく。

　　　④ 事務局長より、経費節減として、会員校への送付冊数を現状の６冊から３冊へ削
減すること、およびホームページへのPDF掲載の提案があり、承認された。

　　　令和３年度の開催計画について
　　　 資料の開催計画を見直し、第２回を７月30日（金）、第３回を10月22日（金）、第４

回を１月18日（火）のそれぞれ14時〜16時に開催することを確認した。
　　　　　　
　（2）調査業務について
　　　卒業生進路状況アンケート調査の確認
　　　 質問項目の内容を確認し、問12「卒後臨床研修の受講状況」を削除することを決定

した。なお、本調査は令和３年までの５年間の卒業生を対象に実施する。
　
　　　入学者の構成に関するアンケート調査
　　　 例年通り実施することを確認した。質問項目の追加があれば、大麻担当理事にGW

明けまでに報告することとなった。

　（3）その他
　　　第１回学校協会創立30周年記念事業準備委員会の情報共有
　　　 ３月17日に行われた会議の決定内容について、廣木委員長より議事録内容の報告が

あった。
　　　今後、広報・調査委員会で業務を担当する可能性があることが報告された。
　　　 また、大麻担当理事より理事会の決定事項として、開催日時を令和４年７月28日

（木）、式典会場をパレスホテル東京とする旨の報告があった。

次回広報・調査委員会について
　次回の令和３年度第２回広報・調査委員会は、令和３年７月30日（金）14時〜16時に全
国柔道整復学校協会会議室（オンライン併用）にて行う。議題として、卒業生進路状況ア
ンケート調査の確認、入学者の構成に関するアンケート調査の確認、会報誌60号、「卒業生
のキャリア」追加報告、学校協会創立30周年記念事業準備委員会報告について討議を予定。

以　上
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令和３年度　第１回「柔道整復師国家試験」
模擬試験実施検討委員会　議事録

議　題

　（1）模擬試験アンケート回答結果の検討
　（2）模擬試験実施方法の検討
　（3）今後の予定
　（4）その他

配布資料

　（1）令和３年度 第１回 「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会次第
　（2）作業工程（2021年度）（案）
　（3）委員会内容

会議内容

　（1）模擬試験アンケート回答結果の検討
　　１） 模擬試験実施期間について、各校において認定実技審査の実施があるため、実施

期間を11月20日から12月19日の３週間で実施する旨の報告があった。
　　２） 試験料について、理事会では未決定であるができる限りリーズナブルに実施でき

るように検討しているとの報告があった。

　（2）模擬試験実施方法の検討
　　１）作業工程について
　　　　 資料に基づき、秋津副委員長より説明あり了承した。ただし、１月13日の「問題

検討」から１月18日の「各校への成績結果送信」まで期間が短いことから１月６
日の「問題への質問受付締切」を12月末に、「問題検討」を１月６日に繰り上げる
ように修正し変更した。

　　　　 なお、マークシートの用紙・データの集積方法・データの分析内容については以

日　　時　　令和３年４月26日（月）14：00〜15：25
会　　場　　（公社）全国柔道整復学校協会　リモート開催
出 席 者　　12名
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下の意見を参考に今後の検討していくこととした。
　　　　＜意見＞
　　　　・ データの集積方法について、実施校で処理せずにどこか１か所で処理する方法

と実施校の読み取りソフトを統一したうえでデータを集める方法がある。もし、
前者であれば各校が使用しているマークシートを確認する必要がある。

　　　　・ データの分析について、個人データとして全国順位・学校内順位・偏差値・正
答率・識別指数・選択率・（X２方式での）マークミスなどがあり、学校データ
として学校順位・全受験生データなどがある。

　　　　・ 成績返却について、全国で統一するため受験番号を発行する必要がある。その
ため、申し込み時に人数・名簿登録や場合によれば使用しているマークシート
の情報も集める必要がある。

　　　　　
　　２）作問について
　　　　資料に基づき、秋津副委員長より説明があり了承した。
　　　　 なお、提出する際の問題フォームについて、問題を整理するために2022年度版の

ページ数・大項目・中項目・小項目・過去問原文・オリジナル問題などを入力す
る箇所を設けて作成し、４月29日までにデータで送付することとした。

　　　　＜作問に関する確認事項＞
　　　　・必修問題はAタイプ、一般問題はAタイプおよびX２タイプで出題する。
　　　　・ AタイプとX２の割合や「正しいのはどれか」と「誤っているのはどれか」の

割合については特に指定しない。
　　　　・ 臨床実地問題について、原文のままでの作問やレントゲンなどの図の利用に特

に制限しない。
　　　　・出題頻度について、特に制限しない。
　　　　・二重否定の問題は避ける。
　　　　
　　　　※作問に関する問い合わせ窓口は秋津副委員長とした。

　（3）今後の予定
　　　 マークシートの用紙・データの集積方法・データの分析内容や模擬試験案内につい

て、今回の意見を基に協議する。

　（4）その他
　　　 滋慶学園グループ割り当て分を委員校の東京メディカル・スポーツ専門学校だけで

作問することが困難であることから委員校でないグループ校に依頼することを了承
した。

以　上
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「自然の恵みと歴史豊かな稲沢市」
中和医療専門学校

校務主任　太田　康晴

　濃尾平野のほぼ中央、愛知県の西部に位置する稲沢市。名古屋からは電車に揺られるこ
と約10分で到着します。実は稲沢市、戦国三英傑で知られる織田信長の生誕の地です。ま
た、江戸時代には東海道と中山道を結ぶ美濃路の宿場町として栄えていました。今回はそ
んな歴史を持つ稲沢市のさまざまな建造物や祭りなどを紹介させて頂きます。

１. 尾張大國霊神社（国府宮神社）

　尾張大國霊神社は尾張地方の総鎮守神、農商業の守護神、厄除神として広く信仰されて
います。奈良時代に、尾張国の総社と定められ、国司自らが祭祀を執り行う神社でした。
このことから通称「国府宮」として広く知られています。
　
　【天下の奇祭「国府宮はだか祭」】

　日本三大奇祭に数えられる国府宮はだか祭。この祭りは、正しくは「儺追神事（なおい
しんじ）」といい、尾張国司が悪疫退散を祈願する厄払いを約1250年前に尾張大國霊神社

（国府宮神社）で行ったのが発祥の由来です。旧暦正月13日、はだか祭が行われる国府宮一
帯は祭りの興奮に包まれます。国府宮神社参道では神男（しんおとこ）に触れて厄を落と
そうと数千人の“はだか男”がもみ合います。
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２. 荻須記念美術館

　稲沢市出身でパリを中心に活躍した、画家荻須高徳氏
の功績を讃えるため、また市民の美術文化振興に寄与す
ることを目的として、1983年に緑豊かで閑静な稲沢公園
に建設されました。荻須氏が生前に「生涯にわたる画業
を概観できるように」と稲沢市に寄贈した作品を中心と
する常設展と、パリで使用していたアトリエの復元施設
等を鑑賞することができます。

３. 善光寺東海別院

　信州善光寺より「善光寺如来」の分身を迎え、明治44
年に創建されました。本堂内の「極楽戒壇めぐり」は極
楽浄土の荘厳が安置してあり、境内には世界各地から集
められた蓮が栽培され、６月下旬から８月にかけ色とり
どりの花が咲き乱れます。また、福禄寿は中国の泰山府
君すなわち南極星の精であり幸福、高録、長寿の３徳を
与え、商売繁盛、延寿健康、除災の祈願に御利益がある
とされています。

４. いなざわ梅まつり

　植木・苗木の名産地である稲沢市。毎年３月上旬に
「いなざわ梅まつり」が行われます。四季折々に花開く花
木は素晴らしく、とりわけ梅は約100種類200本が植栽さ
れています。全国的にも大変貴重な見本園となっており、
開花時には見事なまでの美しさに春をいっぱい感じさせ
てくれます。

５. 稲沢グランドボウル

　ギネス・ワールド・レコーズ©より「ギネス世界記録」認定を受けた、「世界最大のボ
ウリング場」が稲沢市にあります。なんと１フロアに116レーンあり、そのフロアの距離は
198.39mにも及びます。
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公益社団法人 全国柔道整復学校協会
正 会 員 校 要 覧

令和３年４月１日現在

都道府県 学　　　校　　　名 所　　　在　　　地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

北海道 

２校

1
公益社団法人　北海道柔道整復師会

　附属北海道柔道整復専門学校

〒060-0042

札幌市中央区大通西18-1-15

011-642-0731

011-642-8455

2
学校法人　滋慶学園

　北海道ハイテクノロジー専門学校

〒061-1396

恵庭市恵み野北2-12-1

0123-36-8119

0123-33-2234

岩手県 

１校
3

学校法人　龍澤学館

　盛岡医療福祉スポーツ専門学校

〒020-0021

岩手県盛岡市中央通3-3-4

019-652-1189

019-652-1198

宮城県 

２校 

4
学校法人　東北柔専

　仙台接骨医療専門学校　

〒983-0005

仙台市宮城野区福室3-4-16

022-258-6222

022-259-7511

5
学校法人　赤門宏志学院

　赤門鍼灸柔整専門学校　

〒980-0845

仙台市青葉区荒巻青葉33-1

022-222-8349

022-222-3797

福島県 

１校
6

学校法人　福寿会

　福島医療専門学校　

〒963-8026

郡山市並木3-2-23

024-933-0808

024-933-7887

群馬県 

１校
7

学校法人　国際中央学園

　中央スポーツ医療専門学校

〒371-0843

前橋市新前橋町21-16

027-253-1205

027-253-1230

埼玉県 

２校

8
学校法人　大川学園

　大川学園医療福祉専門学校　

〒357-0016

飯能市下加治345

042-974-8880

042-974-8884

9
学校法人　呉竹学園

　呉竹医療専門学校

〒330-0854

さいたま市大宮区桜木町1-185-1

048-658-0001

048-658-0005

東京都 

12校

10
学校法人　花田学園

　日本柔道整復専門学校　

〒150-0031

渋谷区桜丘町20-1

03-3461-4740

03-3461-4733

11
学校法人　杏文学園

　東京柔道整復専門学校　

〒179-0084

練馬区氷川台3-31-13

03-5920-2211

03-5920-2210

12
学校法人　呉竹学園

　東京医療専門学校

〒160-0008

新宿区四谷三栄町16-12

03-3341-4043

03-3358-3976

13
学校法人　敬心学園

　日本医学柔整鍼灸専門学校

〒169-0075

新宿区高田馬場1-18-18

03-3208-7741

03-3208-6488

14
学校法人　了德寺学園

　了德寺学園医療専門学校　

〒130-0026

墨田区両国4-27-4

03-3846-5151

03-3846-5152

15
学校法人　滋慶学園

　東京メディカル・スポーツ専門学校

〒134-0088

江戸川区西葛西3-1-16

03-5605-2930

03-5605-2932

16
学校法人　片柳学園

　日本工学院八王子専門学校

〒192-0983

八王子市片倉町1404-1

042-637-3111

042-637-3112

17
学校法人　創志学園

　日本健康医療専門学校　

〒111-0053

台東区浅草橋3-31-5

03-5835-1456

03-5835-1457

18
学校法人　都築科学学園

　関東柔道整復専門学校

〒190-0012

立川市曙町1-13-13

042-529-6660

042-529-6665

19
学校法人　小倉学園

　新宿医療専門学校

〒160-0017

新宿区左門町5番地

03-3352-6811

03-3352-6816

20
学校法人　西田学園

　アルファ医療福祉専門学校

〒194-0022

町田市森野1-7-8

042-729-1026

042-721-8411

21
学校法人　常陽学園

　東京医療福祉専門学校

〒104-0032

中央区八丁堀1-11-11

03-3551-5751

03-3551-5752

神奈川県

１校
22

学校法人　呉竹学園

　呉竹鍼灸柔整専門学校

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-7-24

045-471-3731

045-471-3732

静岡県 

１校
23

学校法人　森島学園

　専門学校浜松医療学院　

〒434-0038

浜松市浜北区貴布祢232-3

053-585-1333

053-585-1661
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都道府県 学　　　校　　　名 所　　　在　　　地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

愛知県 

３校

24
学校法人　米田学園

　米田柔整専門学校

〒451-0053

名古屋市西区枇杷島2-3-13

052-562-1210

052-563-6495

25
学校法人　滋慶コミュニケーションアート

　名古屋医健スポーツ専門学校

〒460-0008

名古屋市中区栄3-20-3

052-238-3455

052-238-3465

26
学校法人　葛谷学園

　中和医療専門学校

〒492-8251

稲沢市東緑町1-1-81

0587-23-5235

0587-23-5237

石川県 

１校
27

学校法人　木島学園

　北信越柔整専門学校

〒920-0816

金沢市山の上町5番5-2号

076-252-2171

076-252-2177

京都府 

１校
28

学校法人　滋慶コミュニケーションアート

　京都医健専門学校

〒604-8203

京都市中京区衣棚町51-2

075-257-6507

075-257-6488

大阪府 

８校

29
学校法人　関西医療学園

　関西医療学園専門学校　

〒558-0011

大阪市住吉区苅田6-18-13

06-6699-2222

06-6609-2118

30
学校法人　行岡保健衛生学園

　大阪行岡医療専門学校長柄校

〒531-0061

大阪市北区長柄西1-7-53

06-6358-9271

06-6358-3451

31
学校法人　明治東洋医学院

　明治東洋医学院専門学校

〒564-0034

吹田市西御旅町7-53

06-6381-3811

06-6381-3800

32
学校法人　平成医療学園

　平成医療学園専門学校　

〒531-0071

大阪市北区中津6-10-15

06-6454-1500

06-6454-1550

33
学校法人　森ノ宮医療学園

　森ノ宮医療学園専門学校

〒537-0022

大阪市東成区中本4-1-8

06-6976-6889

06-6973-3133

34
学校法人　履正社

　履正社医療スポーツ専門学校　

〒532-0024

大阪市淀川区十三本町3-4-21

06-6305-6592

06-6305-1692

35
学校法人　近畿医療学園

　近畿医療専門学校　

〒530-0047

大阪市北区西天満5-3-10

06-6360-3003

06-6360-3022

36
学校法人　大阪滋慶学園

　東洋医療専門学校

〒532-0004

大阪市淀川区西宮原1-5-35

06-6398-2255

06-6398-2225

兵庫県 

１校
37

学校法人　神戸創志学園

　関西健康科学専門学校

〒659-0065

芦屋市公光町1-18

0797-22-7221

0797-22-9333

岡山県 

１校
38

学校法人　朝日医療学園

　朝日医療大学校

〒700-0026

岡山市北区奉還町2-7-1

086-255-2000

086-255-2010

広島県 

１校
39

学校法人　ＩＧＬ学園

　ＩＧＬ医療福祉専門学校

〒731-3164

広島市安佐南区伴東1-12-18

082-849-5001

082-849-5115

香川県 

１校
40

学校法人　大麻学園

　四国医療専門学校

〒769-0205

綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1

0877-41-2320

0877-41-2322

愛媛県 

１校
41

学校法人　河原学園

　河原医療福祉専門学校

〒790-0014

愛媛県松山市柳井町3-3-13

089-946-3388

089-946-4555

福岡県 

４校 

42
学校法人　福岡医療学院

　福岡医療専門学校　

〒814-0005

福岡市早良区祖原3-1

092-833-6120

092-833-6516

43
学校法人　滋慶学園

　福岡医健・スポーツ専門学校

〒812-0032

福岡市博多区石城町7-30

092-262-2119

092-262-8669

44
学校法人　都築学園

　福岡天神医療リハビリ専門学校

〒810-0004

福岡市中央区渡辺通4-3-7

092-738-7823

092-738-8584

45
学校法人　国際学園

　九州医療スポーツ専門学校

〒802-0077

北九州市小倉北区馬借1丁目1-2

093-531-5331

093-531-5332

佐賀県 

１校
46

学校法人　九州アカデミー学園

　九州医療専門学校

〒841-0027

佐賀県鳥栖市松原町1709-2

0942-81-3131

0942-81-3154

合　計 46校
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令和３年６月11日現在

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
学校理事長・校長・正会員名簿

都道府県 学　　　校　　　名 理事長 校　長 正会員

北海道 

２校

1
公益社団法人　北海道柔道整復師会

　附属北海道柔道整復専門学校
小池　良二 加藤　貞利 小池　良二

2
学校法人　滋慶学園

　北海道ハイテクノロジー専門学校
浮舟　邦彦 佐藤　　俊 早坂　正利

岩手県 

１校
3

学校法人　龍澤学館

　盛岡医療福祉スポーツ専門学校
龍澤　正美 龍澤　正美 栗島　秀行

宮城県 

２校

4
学校法人　東北柔専

　仙台接骨医療専門学校　
島谷　俊美 島谷　俊美 島谷　俊美

5
学校法人　赤門宏志学院

　赤門鍼灸柔整専門学校　
坂本　正憲 安齋　昌弘 坂本　正憲

福島県 

１校
6

学校法人　福寿会

　福島医療専門学校
岸野　政子 飯島　正治 岸野　雅方

群馬県 

１校
7

学校法人　国際中央学園

　中央スポーツ医療専門学校　
中島　利郎 松本　邦夫 中島　利郎

埼玉県 

２校

8
学校法人　大川学園

　大川学園医療福祉専門学校　
奥村　千秋 平澤　　淳 平澤　　淳

9
学校法人　呉竹学園

　呉竹医療専門学校
坂本　　歩 松原　　哲 八亀俊一郎

東京都 

12校

10
学校法人　花田学園

　日本柔道整復専門学校　
櫻井　康司 櫻井　康司 下地　秀和

11
学校法人　杏文学園

　東京柔道整復専門学校　
高山　雅行 有賀　　薫 高山　雅行

12
学校法人　呉竹学園

　東京医療専門学校
坂本　　歩 齊藤　秀樹 齊藤　秀樹

13
学校法人　敬心学園

　日本医学柔整鍼灸専門学校
小林　光俊 奥田　久幸 奥田　久幸

14
学校法人　了德寺学園

　了德寺学園医療専門学校　
了德寺健二 石井　孝法 石井　孝法

15
学校法人　滋慶学園

　東京メディカル・スポーツ専門学校
浮舟　邦彦 関口　正雄 関口　正雄

16
学校法人　片柳学園

　日本工学院八王子専門学校
千葉　　茂 千葉　　茂 千葉　　茂

17
学校法人　創志学園

　日本健康医療専門学校　
大橋　　博 清宮　克幸 大橋　　博

18
学校法人　都築科学学園

　関東柔道整復専門学校
都築　慶子 都築　　稔 都築　　稔

19
学校法人　小倉学園

　新宿医療専門学校
小倉　基義 永野　　修 永野　　修

20
学校法人　西田学園

　アルファ医療福祉専門学校
西田　忠康 瀧　　将仁 瀧　　将仁

21
学校法人　常陽学園

　東京医療福祉専門学校
渡邊　賢二 殿村　康一 殿村　康一

神奈川県 

１校
22

学校法人　呉竹学園

　呉竹鍼灸柔整専門学校
坂本　　歩 村上　哲二 村上　哲二
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都道府県 学　　　校　　　名 理事長 校　長 正会員

静岡県 

１校
23

学校法人　森島学園

　専門学校浜松医療学院　
森島　康之 遠藤　　進 森島　康之

愛知県 

３校

24
学校法人　米田学園

　米田柔整専門学校
米田　忠正 岩間よしゑ 米田　忠正

25
学校法人　滋慶コミュニケーションアート

　名古屋医健スポーツ専門学校
近藤　雅臣 久保田　一 竹本　雅信

26
学校法人　葛谷学園

　中和医療専門学校
右田　一弘 楠本　高紀 葛谷　壽彦

石川県 

１校
27

学校法人　木島学園

　北信越柔整専門学校
碓井　貞成 碓井　貞成 碓井　貞成

京都府 

１校
28

学校法人　滋慶コミュニケーションアート

　京都医健専門学校
近藤　雅臣 小林　哲夫 竹本　雅信

大阪府 

８校

29
学校法人　関西医療学園

　関西医療学園専門学校　
武田　大輔 武田　大輔 廣岡　　聡

30
学校法人　行岡保健衛生学園

　大阪行岡医療専門学校長柄校
行岡　正雄 奥山　明彦 行岡　正雄

31
学校法人　明治東洋医学院

　明治東洋医学院専門学校
谷口　和彦 谷口　和彦 谷口　和彦

32
学校法人　平成医療学園

　平成医療学園専門学校　
岸野　雅方 北野　吉廣 北野　吉廣

33
学校法人　森ノ宮医療学園

　森ノ宮医療学園専門学校
清水　尚道 清水　尚道 清水　尚道

34
学校法人　履正社　

　履正社医療スポーツ専門学校　
釡谷　　等 池尾　忠思 田中　雅博

35
学校法人　近畿医療学園

　近畿医療専門学校　
小林　英健 清原　伸彦 坂本　　博

36
学校法人　大阪滋慶学園

　東洋医療専門学校　
浮舟　邦彦 太田　宗夫 古谷　圭司

兵庫県 

１校
37

学校法人　神戸創志学園

　関西健康科学専門学校
大橋　節子 住田　行志 大橋　節子

岡山県 

１校
38

学校法人　朝日医療学園

　朝日医療大学校
津島　伸章 柚木　　脩 柚木　　脩

広島県 

１校
39

学校法人　ＩＧＬ学園

　ＩＧＬ医療福祉専門学校
永見　憲吾 本廣　淳範 本廣　淳範

香川県 

１校
40

学校法人　大麻学園

　四国医療専門学校
大麻　悦治 石川　　浩 大麻　正晴

愛媛県 

１校
41

学校法人　河原学園

　河原医療福祉専門学校
河原　成紀 越智　節也 村田　景司

福岡県 

４校

42
学校法人　福岡医療学院

　福岡医療専門学校
藤瀬　　武 藤瀬　　武 藤瀬　　武

43
学校法人　滋慶学園

　福岡医健・スポーツ専門学校
浮舟　邦彦 古谷野　潔 古谷野　潔

44
学校法人　都築学園

　福岡天神医療リハビリ専門学校
都築　仁子 大川　照明 大川　照明

45
学校法人　国際学園

　九州医療スポーツ専門学校
水嶋　章陽 赤木　恭平 水嶋　章陽

佐賀県 

１校
46

学校法人　九州アカデミー学園

　九州医療専門学校
門司　　健 井上　勇介 門司　　健
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賛　助　会　員　名　簿

賛助会員団体名 代表者氏名 住　　　所 電話番号

株式会社南江堂
代表取締役社長
　　小　立　健　太

〒113-8410
文京区本郷3-42-6

03-3811-7140

医歯薬出版株式会社
代表取締役社長
　　白　石　泰　夫

〒113-8612
文京区本駒込1-7-10

03-5395-7616

学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 東京医療専門学校 校長 齊藤　秀樹

部会長 明治東洋医学院専門学校 副校長・柔整学科長 三澤　圭吾

副部会長 北海道柔道整復専門学校 教務次長 西巻　英男

部員 福島医療専門学校 教務部長 齊藤　慎吾

部員 中央スポーツ医療専門学校 専科教員 福田ひとえ

部員 呉竹鍼灸柔整専門学校 科長 田中　秀和

部員 専門学校浜松医療学院 学科長 錦織　輝礼

部員 米田柔整専門学校 教員 生駒　慎二

部員 河原医療福祉専門学校 教頭 鈴　　武利

部員 九州医療専門学校 教員 塚本　直太

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
教育支援委員会教科書部会 名簿

令和２年９月23日現在

令和２年８月５日より令和４年３月31日まで
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学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 東京医療専門学校 校長 齊藤　秀樹

部会長 明治東洋医学院専門学校 情報教育推進室室長 岡本　芳幸

副部会長 株式会社滋慶出版 代表取締役 下村　　康

部員 北海道ハイテクノロジー専門学校 瀧ケ平隆一

部員 了德寺学園医療専門学校 副学科長 渕ノ上真太郎

部員 中和医療専門学校 校務主任 太田　康晴

部員 朝日医療大学校 学科長 金廣　行信

部員 福岡医療専門学校 副校長 藤瀬　　正

部員 福岡医健・スポーツ専門学校 教員 磯部　正司

学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 北海道柔道整復専門学校 校主 萩原　正和

部会長 日本工学院八王子専門学校 教員 本澤　光則

副部会長 森ノ宮医療学園専門学校 教育支援部長 葉山　直史

部員 日本健康医療専門学校 専任教員 新才　博紀

部員 北信越柔整専門学校 理事長・校長 碓井　貞成

部員 大阪行岡医療専門学校長柄校 教務主任 田中　勇二

部員 東洋医療専門学校 副学科長 山田　靖典

部員 四国医療専門学校 専任教員 四宮　英雄

部員 九州医療スポーツ専門学校 教務部長 桑野　幸仁

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
教育支援委員会教育開発部会 名簿

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
教育支援委員会教員研修等部会 名簿

令和３年４月１日現在

令和２年８月５日現在

令和２年８月５日より令和４年３月31日まで

令和２年８月５日より令和４年３月31日まで
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学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 四国医療専門学校 副理事長 大麻　正晴

委員長 東京医療専門学校 事務長補佐 廣木　　智

副委員長 関西医療学園専門学校 課長 田中　慎一　

委員 仙台接骨医療専門学校 教員 松川いずみ

委員 赤門鍼灸柔整専門学校 専任教員 亀井　　啓

委員 日本医学柔整鍼灸専門学校 専任教員 片橋　るみ

委員 森ノ宮医療学園専門学校 教員 小笠原宏之

委員 関西健康科学専門学校 教員 宮崎　香織

委員 四国医療専門学校 学科主任 鹿庭　祥平

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
広報・調査委員会 委員名簿

令和２年８月５日現在

令和２年８月５日より令和４年３月31日まで

学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 北海道柔道整復専門学校 校主 萩原　正和

部会長 呉竹医療専門学校
臨床教育研究センター
マネージャー

川口　央修

副部会長 平成医療学園専門学校 校長 北野　吉廣

部員 日本柔道整復専門学校 教務副部長 山口　竜彦

部員 東京医療専門学校 事務長 建石　泰三

部員 関東柔道整復専門学校 学科長代理 加藤　稔啓

部員 新宿医療専門学校 学科長 田代　雅人

部員 森ノ宮医療学園専門学校 役員 吉川　　徹

部員 近畿医療専門学校 学科長 吉村　道人

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
教育支援委員会専科教員認定講習部会 名簿

令和２年８月５日現在

令和２年８月５日より令和４年３月31日まで
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学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 関西医療学園専門学校 副校長 廣岡　　聡

委員長 東京医療専門学校 科長補佐 早川　幸秀

副委員長 京都医健専門学校 副校長 湊谷　知幹

委員 北海道柔道整復専門学校 教員 筒井　寛幸

委員 東京柔道整復専門学校 教員 紺野　直能

委員 名古屋医健スポーツ専門学校 副校長・学科長 米女　博司

委員 ＩＧＬ医療福祉専門学校 学科長 垰　　義徳

学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 履正社医療スポーツ専門学校 副校長 田中　雅博

委員長 明治東洋医学院専門学校 事務局長 藤井　義巳

副委員長 履正社医療スポーツ専門学校 事務長 竹中　　宏

委員 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 学科主任 松岡　　靖

委員 大川学園医療福祉専門学校 学科長 霞　　孝行

委員 アルファ医療福祉専門学校 学科長 鈴木　忠慶

委員 東京医療福祉専門学校 学科長 伊藤　浩二

委員 福岡天神医療リハビリ専門学校 副学科長 小川　　勝

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
柔道委員会 委員名簿

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
組織運営委員会 委員名簿

令和３年３月30日現在

令和２年８月５日現在

令和２年８月５日より令和４年３月31日まで

令和２年８月５日より令和４年３月31日まで
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学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

相談役 （公社）全国柔道整復学校協会 副会長 高山　雅行

担当理事 履正社医療スポーツ専門学校 副校長 田中　雅博

委員長 明治東洋医学院専門学校 事務局長 藤井　義巳

副委員長 東京医療専門学校 事務長補佐 廣木　　智

委員 東京医療福祉専門学校 学科長 伊藤　浩二

委員 関西医療学園専門学校 課長 田中　慎一

委員 （公社）全国柔道整復学校協会 事務局長 永田　昭彦

委員 （公社）全国柔道整復学校協会 事務員 鈴木　良子

委員 （公社）全国柔道整復学校協会 事務員 田中あつ子

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
学校協会創立30周年記念事業準備委員会 委員名簿

令和３年２月25日現在

学　　　校　　　名 職　　　名 氏　　　名

担当理事 東京医療専門学校 校長 齊藤　秀樹

委員長 東京医療専門学校 学科長 杉山　直人

副委員長 明治東洋医学院専門学校 教務課長 秋津　知宏

副委員長 滋慶学園グループ 国家試験対策センター長 稲岡　隆輔

委員 附属北海道柔道整復専門学校 教務主任 野崎　　享

委員 東京柔道整復専門学校 校長補佐 麓　康次郎

委員 東京メディカル・スポーツ専門学校 専任教員 小関　孝男

委員 関西医療学園専門学校 学生部長補佐 林　　竜也

委員 森ノ宮医療学園専門学校 教務部長 松下　美穂

委員 履正社医療スポーツ専門学校 学科長補佐 辻井　宏昭

委員 四国医療専門学校 学科主任 鹿庭　祥平

公益社団法人 全国柔道整復学校協会
「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会 委員名簿

令和３年５月26日現在
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第59号

令和３年７月　発行

　2019年に開催され、今も鮮烈な思い出が脳裏に焼き付いている、ラグビーワールドカップ、更に
苦労の末の開催となった東京オリンピックと、近年のビックイベント開催だけを見てもお分かりの
とおり、スポーツの、社会における存在価値は高まる一方である。
　その形式は、「プロ・アマのアスリート、サポーター、観戦者・等々」と受動、能動いろいろであ
るが、スポーツ活動に参加する人々が増加しているのは間違いない。
　今更であるが、スポーツの価値をあらためて考えてみるとWHOの健康の定義にもあるように「肉
体的」のみならず「精神的」なものも含めた健康増進への貢献があげられる。「アスリート」、「観
戦」、「趣味」等、参加形式は様々だが、いわゆる「ケガ」「障害」への対応のみならず「人としての
生きがい」の対応が求められている。そんな中で「ケガ」「障害」だけではない精神的に鬱した状態
になった場合でも、柔道整復の精神面を含めた全人的な把握と、それに対する施術は、有効な結果
を上げることができているケースが多い。柔道整復の特徴を生かすことで、選手への多方面な、緻
密なコンディショニング、リハビリが可能となると思われる。
　少し苦言も呈して、編集後記としたい。伝統医療の治療効果は高いのだが、アスリートが陥りや
すく、施術者にとっても注意を要することは、コンディショニング、リハビリを他人任せにしがち
なことである。痛くなったら、或いは疲れたら施術をすれば何とかなる、自分の体を何とかしてほ
しいという、常に受動的な状態に患者がなりがちな点である。自らの体は、自らの方法で作り上げ
るという根本的な能動的態度が必要である。自分でストレッチもせず、痛みが出てもアイシングさ
えしないで施術にかかるという態度は、選手のコンディショニング、リハビリへの自立が失われる
ことになりかねないのである。我々は、患者に関わる時、患者の自立の上でのサポートとしての役
割を認識しながら対応しなければならない。これをとり違えるとせっかくの努力が無駄になる。伝
統医療の「人を治す」の特色、意味を今一度深く考えてみよう。そこから全て始まるような気がす
るし、また今求められているものだと思う。日頃の学校教育の中でも大切にしたいと考えている一
つである。
　終わりに、　
　新型コロナウイルスに罹患された皆様、その関係者の皆様にお見舞い申し上げます。また、長期
間にわたり最前線でその対応に追われておられる医療関係者の皆様に、心からの敬意と感謝を申し
上げます。更には閉塞感の中、毎日を頑張っておられる世界中の皆さんに、日本国民の皆さんにエー
ルを送ります。
　現在、僅かずつではあるが着実に新型コロナへの対策が進んでいるようです。全ての社会システ
ムを狂わされてしまった中で、奮闘されている学校協会関係者の皆様のご健勝を心からお祈り申し
上げます。明けない夜はない、頑張りましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年７月
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